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厚生・文教常任委員会（平成30年６月11日） 

◎委員長（鬼頭博和君） 定刻となりましたので、ただいまから厚生・文教

常任委員会を開催いたします。 

 当委員会に付託されました案件は議案６件、請願３件であります。これら

の案件を逐次議題といたします。 

 審査に入る前に、当局から挨拶の申し出がありましたので、これを許可い

たします。 

◎教育こども未来部長（長谷川忍君） おはようございます。 

 きょうは、 

（録音欠落） 

◎委員長（鬼頭博和君） ありがとうございました。 

 それでは、審査に入る前に本日の審査の順番について、委員の皆様にお諮

りをしたいと思います。 

 本来であれば、議案第43号から始めるところでございますが、本日は請願

の陳述人の方がお見えになっておりますので、請願第１号を先議したいと思

いますが、委員の皆様、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 異議なしと認めます。 

 それでは、審査に入ります。 

 初めに、請願第１号「公立保育園適正配置方針の策定に関する情報の開示

を求める請願」を議題といたします。 

 本日は請願者の方がお越しになっておりますので、意見陳述をお願いした

いと思います。よろしくお願いをいたします。 

◎陳述人（笹田祐子君） 現在、岩倉市では、公立保育園適正配置方針を策

定すべく懇話会が開かれており、保育園・認定こども園の利用実態等に関す

るアンケートも実施されました。しかし、アンケートに答えた保護者の大半

は、そのような懇話会が開かれていることも、アンケートの利用目的も知り

ません。また、みずから回答したアンケートの結果も知りません。 

 アンケートの依頼文書には、公立保育園適正配置方針の作成のために行う

と書いてあります。しかし、一般市民には理解しにくい言葉で説明されてお

り、適正配置がどういうことなのか正確に理解できる人にしか、このアンケ

ートの意図は読み取れません。実際に、アンケートがこのために使われると

は思わなかった。今通っている保育園がよくなるために回答をした。たまた

まその年の行事について不満があり、今後はそうならないようにとアンケー
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トに回答しただけという旨の保護者の声を聞いています。アンケートの目的

を理解せず、そのときの感情で回答をした結果が、官民格差という言葉にな

るとは思ってもみなかったと思います。 

 これらの感想を持った保護者は、公立保育園・認定こども園の保護者等を

対象にした懇談会に初めて参加してアンケート結果を見た人や、人づてに聞

いた人などです。大半はアンケートがどうなったのかも知りません。 

 岩倉市のホームページに、岩倉市公立保育園適正配置方針についてアンケ

ート結果や再配置方針など関連資料が公開されていますが、懇話会が開かれ

ていることも知らない人が多い状況で、特別に関心を持っている人でなけれ

ば公開されていることも知らないでしょうし、アクセスしなれている人でな

ければ該当ページを探し出すのも難しいと思われます。 

 平成30年４月号からの広報では、公共施設のこれからと題して、公共施設

の再配置計画について説明がなされています。再配置が必要な理由について

は２回にわたって説明されており、岩倉市の現状を理解できます。しかし、

第３回では、検討していく取り組みについてたったの11行で終わっています。

今後回数を重ねて説明されるのか、これで終わりになるのかわかりませんが、

まだシリーズが続くにしても情報量は不足していると思います。 

 公共施設の再配置を考えていくことは必要ですし、また実行していかなけ

ればならないことであることは理解しています。私たちも子どもたちに負債

を残したいわけではありません。しかし、ソフト面、つまり子どもの人権を

重視すべきである保育に対して、余りにもハード面の議論に偏り過ぎている

と思います。 

 保育施設に限らず、公共施設の再配置というのは市民の生活に大きな影響

を与えます。行政は市民のために存在しているはずで、市民の意見をきちん

と聞いてほしいと思っています。市民みんなでどんな形がいいのか話し合っ

て結果を出すという姿勢は、時間がかかるかもしれませんが、大切なことだ

と思います。市民の声を聞くためにどのようなアンケートをとって、どのよ

うな結果だったのか、国の施策がどのようになっていて、既存の公共施設の

老朽化対策を公立・公営で行うとどのようなメリット・デメリットがあるの

か、市はどのような方向性を考えているのか、民営化を含め適正配置を実施

した場合、もしくは実施しなかった場合のメリット・デメリット、他の自治

体での事例など公正で詳しい情報が必要だと考えます。 

 少なくともアンケート用紙を受け取った家庭と、現在保育園・認定こども

園に通っている家庭に対しては、アンケート結果と岩倉市公立保育園適正配

置方針の考え方（案）を直接配付すべきです。しかし、岩倉市のホームペー
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ジで公開されているアンケート結果には自由回答が載せられていません。公

共施設再配置検討協議会に参加・傍聴した人には配付されたそうですが、そ

の量は実際に回答のあった分の３分の１程度しかなかったようです。なぜ３

分の１の自由回答しか配付されていないのでしょうか。 

 市民のための行政であるならば、公正なアンケート集計をすべきです。自

由回答も個人や事業者が特定できないようにして全てを公開すべきだと思い

ます。自由回答以外にも公正ではないと思われる集計や思考の誘導があるよ

うに感じられる部分もあります。過去に送迎ステーションが市民の意見を聞

かずに実施された経緯と相まって、今回の市の対応に疑問を感じても仕方の

ないことだと思います。 

 懇話会の委員のメンバーだけで完結することなく、広く市民の声を聞くべ

きです。今私たちには何が行われているのかを知る機会と、自由な意思で考

えるための材料、そして考える時間が必要です。以上です。長くなりました

が、ありがとうございました。よろしくお願いします。 

◎委員長（鬼頭博和君） ありがとうございました。 

 意見陳述のほうが終わりました。 

 紹介議員の補足説明はよろしいでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、紹介議員の説明を省略し、直ちに質疑

に入りたいと思います。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（関戸郁文君） 丁寧な説明ありがとうございます。 

 幾つか御質問があるんですが、１つまず、すごく言いづらいかもしれませ

んけれども、公正でないところがある、思考の誘導があるという御発言があ

ったんですが、具体的にどんなものがあったか教えていただけませんでしょ

うか。 

◎陳述人（笹田祐子君） 例えば、アンケートに公立保育園と私立の認定こ

ども園・保育園の保育の満足度とかをグラフ化したアンケート結果があるん

ですけれども、そこに公立保育園は、１つずつ７園各保育園ずつの満足度が

表示されているのに対して、私立保育園・認定こども園については、それ全

てがまとまって満足度が表示されています。 

 これは、本当は公立保育園を各保育園ごとに記載するのであれば、私立も

保育園・幼稚園ごとに記載すべきだと思います。そうしないと、実際にこう

いう議論をしていくときに、どのようなところがその差になってあらわれて

いるというのが正確に把握できないと思います。突き詰めていくと、多分最
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終的に正しい判断ができなくなるんじゃないかなと思います。 

 あとは、官民格差という言葉が使われている。確かに施設の老朽化面だと

か駐車場の整備だとか官民格差はあると思うんですけど、保育園ごとにばら

してみると実際はそうでない結果が出てくるかもしれない。そもそも私立保

育園がまとまってあるところに原因があるのかもしれないんですけど、ちょ

っとその辺はわからないんですけど、つまり官民格差という言葉を使われる

と、官は悪くて民はいいのかとか、またその逆もあるというようなイメージ

を植えつける言葉にならないかなあと思っています。 

 あと、それから公立保育園適正配置の考え方案に、「今なお色濃く残って

いると思われる公立保育園思考の考え方など、保護者の公立・私立の意識格

差を是正していく必要があります」、この保護者の公立・私立の意識格差を

是正していく必要がありますだとか、今なお色濃く残っていると思われると

いう言葉が、公立が悪いじゃないかというように思ってしまう。特に保育園

とかに通っていない人とかは、ああそうなんだというふうにすっと受けとめ

て、私立のほうがいいんだなというふうに思わせるように書いてあるんじゃ

ないかと思ってしまうんですね。以上です。 

◎委員（関戸郁文君） 今３点出たんですけれども、ちょっと行政側がどう

いうふうに考えているかというのを聞いてもよろしいですかね。 

◎委員長（鬼頭博和君） どうぞ。 

◎委員（関戸郁文君） 済みませんが、今３点ありました１つ目は、公立・

私立はアンケートの中で、私立は分けずに一括でつくったというところの理

由がもしあれば教えてください。まず１個目、ちょっとお願いします。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 今回、懇話会が公立保育園の

適正配置方針を考えていくというところでございましたので、私立の施設の

ほうについては１つのまとめという形で公開をさせていただきました。 

◎委員（関戸郁文君） じゃあ、あと２つ。官民格差という言葉の件と、そ

れから適正配置の考え方のところでいろいろありましたね、色濃く残るとか、

あたかも公立が悪いんじゃないかという表現があったというところについて、

ちょっとどういうふうにお考えか教えてください。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 官民格差という言葉ですけれ

ども、具体的には、第３回の懇話会を実施したときのアンケート結果を要約

したパワーポイントの資料のほうで出てきていると思います。 

 そちらの中では、具体的に先ほど請願者の方が言われましたとおり、現在

の園の満足度についての集計の結果をあらわしているところがございます。

その中で、特に施設の面、あと通園・送迎についての面、民間の施設の評価
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の結果と公立保育園での結果、大きく離れているところについてそのような

言葉を入れております。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 今説明をさせて

いただいたとおりグラフの中で、例えば一番大きく官民格差と書いてある自

動車の駐車スペースというところで大きく差がついているところや、例えば

施設のトイレとかいうような、それぞれの項目でちょっと差が開いている部

分の差を本当に見た目のところで官と民で差があるよということころで表現

をさせていただいたという部分と、もう一つ資料上でお話をいただきました

ところで、官民格差ではなく是正のほう、資料のほう考え方の４ページのと

ころで、今なお色濃く残っているという、ここは確かに是正するという言葉

自体が、どちらかがいいとか、どちらかが悪いというときに使われるという

ような言葉があるというところで、こちらは別途、別の委員会のほうでもち

ょっと御指摘をいただいた部分があるんですね。ここのほうは修正をさせて

いただくというふうに今考えていて、お答えはさせていただいているところ

ではございます。 

 また、今なお色濃く残っていると思われるというところでは私立のほうが

決してよく見えるという表現というよりも、むしろ公立保育園のほうがいい

んだよという考え方が皆様のほうにはやっぱりどうしてもおありになるんだ

よというところを、ちょっと表現としては使わせていただいているという意

味で、決してこれをもって私どものほうの作成者の意図としては、私立がい

いというようなつもりでは書いていない表現であるということだけは申し上

げさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

◎委員長（鬼頭博和君） そのほか質疑はありませんか。 

◎委員（堀  巌君） 執行機関にちょっとお伺いしたいんですけれども、

陳述人が言ったとおり自由回答欄の話です。 

 自由回答欄で、先日議会のほうに渡された自由回答欄の資料、これは３分

の１だということで、残りの３分の２を資料要求しました。３分の２の資料

要求をざっと読むと、なぜこれが公開できないのかなという項目もたくさん

ありますし、議会に渡したその３分の１の選定自体、どういう基準でこれが

３分の１出されたのか、いまいち理解ができません。その点についてお伺い

いたします。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） アンケートをと

らせていただいた最後に自由回答欄というところを設けさせていただきまし

た。自由回答欄を頂戴していろいろ見ていた中で、ちょっと乱暴な言い方を

させていただきますと、直接個人が特定されてしまったりとか、民間のほう
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の事業自体に影響を与えるような回答とか、ちょっと厳しい意見もあるよう

なところも見受けられる部分がございました。 

 その中で、コンサルのほうでの仕分けの段階で、回答を分類別に分けると

いうところで、例えば今回の本当の目的である統廃合に関する内容であると

か、施設のハード面に関する内容であるとかというふうに、あとは例えば保

育料に関することとか10に振り分けをさせていただきました。もともとがア

ンケートをとらせていただく最初のところで、個人が特定されたり個々の内

容が漏れたりすることはございませんと書かせていただいておったところで

ございますので、基本的には自由回答のほうではそのような個々の内容は数

字的な集計のみを出させていただき、あとは個別の内容は出ないようにはし

ていたところでございます。 

 その中で、委員会の中でちょっと回答欄が知りたいということがございま

したので、今回の適正配置に関係するところということで、具体的にはこち

らのほうで分類分けをさせていただきました統廃合に関する内容と施設に関

する内容、入園や定員、要は施設の規模に関する内容と送迎に関する内容、

私どもで送迎ステーションとか、送迎ステーションに限らず駐車場問題とい

うところも含めて送迎に関する内容というようなところで分類分けをさせて

いただいた部分のみお示しをさせていただくというふうにお話をして出させ

ていただいた流れでございます。 

◎委員（堀  巌君） 誹謗中傷や個人名や企業名が出てくるところは黒塗

りでいいですよということで、いただいたわけです。だけど、その３分の２

が黒塗りだらけではなくて、黒塗り以外のほうが多いわけです。普通の回答

です。それがなぜ、例えば送迎に関する内容で議会にもらった３分の１の部

分で、ばっとあります。だけど、もらった３分の２のほうで送迎ステーショ

ンに関することだと、送迎ステーションは必要ないという意見がすごく多く

て、それをなぜ取捨選択して普通の意見も載せないかというところの理由を

聞きたいということです。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） ちょっと今個別のことまで具体的

にはわかりませんけれども、それはカテゴリーの中で先ほど言った中で一部

だったのかもわからないなあというふうに思いますし、送迎ステーションに

ついては必要ないといったグラフ的な集計は既に全て出しておりますので、

その辺は隠しているつもりはないです。 

 先ほどの会議に出したものも考察を加えたものと、全く考察を加えていな

いグラフ集という60ページのものは会議の資料というふうに出していますし、

ホームページでも公開はしております。それは主観的な意見を全く加えてい
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ないものは出しておりますので、その辺は申し述べたいというふうに思いま

す。 

◎委員（木村冬樹君） 先ほど意見陳述される中で、アンケートの目的も知

らずにアンケートに答えている人たちがいるということがありました。執行

機関側に聞きますけど、このアンケートをとる際にどのように保護者の人た

ちに説明をして、このアンケートをとり始めたのか。こういった点について

は、どういった状況なんでしょうか。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） アンケートにつきましては各

園から用紙を手渡していただくという形で、それ以外は別段個別に説明をす

るとか、どこかでお集まりいただいて説明会を開くとか、そういったことは

行っておりませんでした。 

 アンケートの頭書きのところでアンケートの趣旨、その集計結果の利用目

的等をアンケート御協力のお願いというところで書かせていただいておりま

す。 

◎委員（木村冬樹君） もちろんアンケートの趣旨についてはそこにありま

すけど、やはり受け取って読んでというふうになかなか難しい部分もあろう

かと思うんですね。 

 そういった点で、各園の園長さんから保護者のほうに渡されたということ

で、その際に一切説明もなしにアンケートに協力をお願いしますというふう

に渡されたという認識でよろしいでしょうか。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） はい。そういう認識でお願い

します。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

◎副委員長（鈴木麻住君） 請願事項の中に、アンケートをとってホームペ

ージでは開示しているんでしょうけど、あとは懇話会の中で示されたと、そ

れは一部の委員と傍聴している人たちが見られるだけの内容ということです

ね。だから、アンケートをとった結果というのはやっぱり開示すべきだと僕

は思うし、そのアンケートに協力してくれた方々に、何らかのどういう方法

でもいいんだけど、わかるようにホームページだけではなくてすべきだと思

うんですけど、なぜそれはされなかったのか、今後する予定があるのか。ち

ょっとその辺をお聞かせください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） まだ懇話会が継

続中というところでございます。というところもありまして、全ての集計と

かも今後整理をしていく部分もございます。その中なので、アンケート結果

につきましても個別の一個一個の意見を細かく載せるということではなく、
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要約というか、例えば給食に関することとか何々に関することとかというよ

うな形で、そういう意見が何人ございましたとかいうような形で、ある程度

整理した形は最終のところではまとめるような予定はしておったところでご

ざいます。 

 また、開示につきましても個別に一件一件お配りするということに関しま

しては、もともと匿名な形で個人が特定されないような形でアンケートを頂

戴している部分なので、お答えしていただいた方全てに返すという手段がご

ざいませんので、園では集計結果等はホームページ等が厳しい、わかりづら

いということも今御意見を受けましたので、園のほうには、例えば園の玄関

のところとかに回答結果というところでいつでも閲覧できるような形、もし

くは市のカウンターとかというところでは置いていこうというふうには考え

ております。 

◎副委員長（鈴木麻住君） そういう形で開示していただく場合、その自由

回答が今ホームページにも上がっていないという状況ですね。だから、そう

いうものもオープンにしていただけるのかどうかは、どういう考え方でしょ

うか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 最初にも書いて

ございましたように、自由回答につきましては、やはり先ほど来申し上げて

いるように、もともとが内容は統計的な処理だけで個々の内容は漏れたりし

ないというようなお約束をさせていただいての結果でしたので、個別を全て

出すということではなく、先ほど申し上げたように内容を取りまとめて、い

わゆる市民意向調査であるような感じとかの個別の意見を全てではなく、

何々に関する意見をどれだけいただきましたというような形の箇条書きのよ

うな要点の形で整理をした形で開示をしたいというふうには考えております。 

◎委員（関戸郁文君） ちょっと僕はよく理解できないので確認なんですけ

れども、その内容を全部一字一句変えずに開示するのではなくて、ある程度

カテゴリーに分けてこういうような意見があったというものをまとめながら、

今でしたら送迎ステーションの項目、何の項目、例えば西部保育園の項目、

北部保育園の項目というような感じで分けて、まとめて開示するという理解

でよろしいですかね。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 園別ということ

ではなく、例えば給食に関することとか保育料に関することとか、先ほどの

送迎ステーションに関することとかというところで、もうちょっと給食の中

でも、例えば保育料の中でも高いとか安いとかというような、そういう形で

個別な千差万別、374件ほどございますので、それをまとめてという形でと
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いうふうでは考えてはおります。 

◎委員（関戸郁文君） 請願者の方にちょっとお尋ねしたいんですけれども、

今いろいろやりとりがありました。ここに書いてあるアンケート全集計結果

の開示、あるいはアンケートの全家庭配付とあるわけですけれども、この文

書で想定している例えば全家庭というのは、アンケートに答えた人だけでは

なくて、私立・公立関係なく保育園に通っている方全家庭に配付を求めてい

らっしゃるという理解ですか。 

◎陳述人（笹田祐子君） 回答した人と今現在通っている方については、特

に身近な問題であるので開示してほしいと思っています、全てを。 

◎委員（関戸郁文君） 配付の意味は。 

◎陳述人（笹田祐子君） 配付してほしいと思っています。 

◎委員（関戸郁文君） つまり、配付は通っていらっしゃる方全家庭で、開

示は今のまとめたものではなくて、全て一語一句変えずに開示してほしい。

今、行政の説明ですとそういうことはしないという前提でアンケートをとっ

ているんだけれども、やはりそれは必要だという考え方ということでよろし

いですか。 

◎陳述人（笹田祐子君） そうですね。まとめられると、その人が本当に伝

えようとしたことがわからなくなると思います。なので、そのままで出して

ほしいと思います。 

◎委員（堀  巌君） もう一回確認します、執行機関に。 

 アンケートを配るときに、さっき例えば僕がもらっている自由回答欄では、

問い10のその他のいろんな意見、いろんな問いごとのその他に書いてあるこ

とももらっています。あと最後の自由回答欄のところももらっています。そ

ういった配ったときに当然、例えば普通の文書で、空き待ちでたまたま空き

が出たからという回答欄があるとすると、これは先日議会にもらったものに

はなかったけどここに書いてある、これはそのまま載せたところで個人が特

定されるものではないし、そういった意味で情報公開請求に準じた議会から

の資料要求ということで出していただいたと思うんですね。これがさっきの

一般市民の方に開示できない理由というのが、ちょっとやっぱり理解できな

いので、その点についてどう考えているのかお答えください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 少し説明が不足

しておったところがあれば、ちょっと訂正をさせていただく必要があります

が、当初のやりとりの中で、今出している、出さないと言ったところが問い

24の自由回答欄のところが知りたいという内容があったので、自由回答欄に

ついてちょっとやっておりまして、今まさにおっしゃられたように問いごと
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に選択肢が複数、８個とか10個とか用意させていただいている中で、それ以

外の理由があられる方というところにも確かにその他の部分があったもんで

すから、今回資料要求に関してはその部分も全て出しているという形ですが、

追加で出していた３分の１とかというところは、最後の、問いで申し上げる

ところの問いの24に関してというところでございます。 

◎委員（堀  巌君） 別に問いごとのその他でも、最後の問い24の自由意

見でもいいんですけど、これは基本的に秘密にすべき事項でも何でもないと

いうふうに私は考えている。資料要求して出てきた。だからそれは公文書と

して市民全体の財産だという観点で出されてきたと思うんです。それが今の

陳述の要求で、今回の請願の内容でそのとおりだと思うし、それは基本的に

公開すべき内容だし、それで特定の個人が限定されることもないというふう

に僕は見ているんですけれども、その点についてどう考えるかということで

す。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） アンケートのその他の出し方につ

いては、懇話会の議論の中でどうしましょうということがありまして、やは

り特定の個人が認識される部分は外して、誹謗中傷じゃないですけどそうい

ったことは外してというような形で出しますという委員会の議論の中で、次

の回でさっきの３分の１で出したところだと思います。 

 こういった要望が出てまいりましたけれども、まず全家庭にというふうに

なると100ページを超えるようなものを、グラフの生集計と考察を加えたも

のとか、自由回答をすれば別のものがされる、それはちょっと現実的にどう

なのかなあというふうに思いますので、こういったホームページに載せてい

ますよというようなことは園だより等で知らしめていきたいなあと、こうい

う請願もありますのでというふうに考えております。 

 その他集計については、市のこれまでの、前にどこかでも議員さんにはお

話ししたかもわかりませんけど、市民意向調査なんかをすると、その他意見

をすごく書かれます。見ていただくと、最終的には職員が不親切だというよ

うな意見が何件あったと。職員が多い、議員が多いという意見が何件あった

という公開の仕方をしています。全文になれば本当に見るにたえないような

ことも書かれているんではないかなということで、そのあたりは隠している

わけではないですけれども、そういった集計の仕方をしておりますので、保

育園の今回の集計についてもそういう形で公立を褒めていただいたりという

こともたくさん公開していきたいですし、私立についてはこういう意見があ

ったというような、そういう集計の仕方が何件あったということは公開して

いきたいというふうに考えています。 



１１ 

◎委員長（鬼頭博和君） よろしいですか。 

◎委員（宮川 隆君） 陳述人の方にお伺いするんですけれども、今回請願

の事項の中でアンケートの集計結果を開示してくださいというのが大きなテ

ーマだと思うんですね。この開示を求める大きな理由の部分で、今課題にな

っている適正配置の懇話会等々の流れの中で、それが基礎になって自分たち

の思わぬ方向に行っているんじゃないかという疑念があるから、それをまず

開示してもらいたいというのが主な部分なのか、それとも逆に保育園の実態、

実像というものを見きわめる、自分たちで全体としてこういう考え方を持っ

てみえる方も見えるんだなという、そういう趣旨、要は特にこの間お会いし

たときにお話を聞いた中で、西部保育園さんたちは自助努力、自分たちで築

き上げるということを大切にしてみえるというふうに理解しているんですけ

れども、そのための一助となる資料として開示を求めるという部分と、２つ

大きな理由があると思うんですけれども、その辺の感覚というか、どういう

ところからこの開示を求めているという、大きな部分というのはどういうこ

となんですかね。一番根っこになるところは。 

◎陳述人（笹田祐子君） おっしゃっているのは確かにそのとおりなんです。

ただ、知らなさ過ぎる、そして例えば後でアンケートを配付してくださると

は言っていましたけど、知った後に発言する時間がない。今このタイミング

じゃないと、とにかく知識がなさ過ぎる。先ほどおっしゃったように何がど

うよくて、何がどう悪いかというのもきちんと考えられるほどの情報量を持

っていない。なので、開示してください。 

◎陳述人（甲山海緒君） ママたちが考える時間もなく統廃合の話が進んで

いると私たちは受け取っていて、そもそも統廃合の話が進んでいることすら

知らない方がとても多くて、統廃合がいいことなのか、それとも困ることな

のかを考える時間すらないというのが一番問題だと思っていて、確かに財政

の問題とか、いろいろ建物の問題とかがあって、すぐやらなければいけない、

考えなければいけないことなんだとは思うんですけど、保育園の統廃合は本

当にママたちの生活に直結する大事な問題なので、できるだけ保護者の皆さ

んが考える時間が欲しい。あと笹田さんもおっしゃっていた資料が欲しいと

いうところが大きいです。以上です。 

◎委員（宮川 隆君） 次に、執行部側にお聞きしたいんですけれども、こ

のアンケート、我々が民間でもアンケートをとることはよくある話なんです

けれども、手法として全体の実態把握という意味合いと、逆に既成事実とし

てこういうふうに誘導したいという部分と実際はあるわけなんですね。 

 この辺は我々もちょっと考えなければいけないところなんですけれども、
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ここに出されたアンケートを全体の意見として、議会として捉えていくつも

りはないです。それは一つの資料として見るというつもりでいますし、懇話

会から出てきた意見というものに関しても、これは重視しなければいけない

というのは重々あると思うんですけれども、それが全てではないというふう

に議会としては捉えなければいけないというふうに自分に戒めているところ

なんですけれども、そうすると、ここでこの請願で言われているのは、お母

様方としては自分たちが考える一番もととなる全体像を把握するために開示

が欲しいということだと私は理解しているんですね。そういう意味合いで言

えば、先ほど言われたように個人情報だとか単に誹謗中傷というのは省けば

いいと思うんですけれども、できる限りこういうことに限らずアンケートの

開示を今後していくべきだと思いますし、そのことによって市民がみずから

考えて御意見をいただく、要は岩倉市の市民の政治参加というところにつな

がるもんだと思いますので、そういうようなお考え方に基づいた開示のあり

方というのを考えていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） まず、今回のア

ンケートの最初の目的のところでは、決して既成事実とか誘導とかという意

味ではなく、純粋に公共施設再配置計画の中から学校に関するところは長寿

命化、保育園に関するところも別途議論の必要があるだろうということで、

この公立保育園に関しても適正配置方針というところで、この懇話会が発足

しております。 

 である以上はまず公共施設の再配置が上にあるという段階で、まず一定老

朽化であるとか、施設をこれからどのように維持をしていくかとかは、まず

絶対に語らなければいけないところというところは、アンケートの最初のお

願いのところにも書かせていただいておる中で、皆様がどのように感じてい

るかというところと今後どのように市民の方が思っているかというところを

広く意見を求めないというところでさせていただきました。 

 そういう意味で、この結果を生かして今後懇話会のほうで方針をつくらせ

ていただくという中の開示に関しましては、項目別にまず自由回答で全てを

やれるというわけではないので、必要な欲しい情報については、この23問と

いう多い質問にお答えいただいた中に盛り込ませていただいておると。それ

は統計的に集計をさせていただきまして、次の結果でアンケートの結果から

見た特徴や課題と、結果から分析できることを示させていただいた上で、そ

れを生かした基本的な考え方というふうにつくらせていただいておるつくり

でやっておりますので、そのあたりに関しては今いただいた中で私どもも十

分アンケートを反映させていただき、今後の私どもの、誘導と言われてしま
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うと、公立保育園を適正に今後どう維持していくか、どう配置していくかと

いうところは大前提にあるということは御案内はさせていただいておるとい

うところだけでございます。よろしくお願いします。 

◎委員（宮川 隆君） アンケートにとどまらず、先週、議員と委員さん含

めて春日井のほうに勉強させて行かせていただいたんですけれども、そのと

きに感じたのが、一定の方針が決まっていると、財政面の部分だとか今後の

人口問題だとかとも一定の方向は決まっている。ただ、それをどうするのか

というのは一から市民を含めて話し合って結果を出してきたという事例があ

りましたよね。我々もそうなんですけれども、やはり信用されていないとい

う前提で物事を進めていくべきじゃないのかなとつくづく今考えております。 

 やっぱり基礎データを含めてちゃんと開示した上で、それに基づいていい

ことも悪いこともちゃんと議論してもらう、自分たちにとって何が必要なの

かというのを考えてもらうということが、今後我々にとっても必要な話だと

思うんですけれども、今陳述人のほうからありましたけれども、出た結果が

結果でそのまま終わってしまうんではなくて、それに基づいて自分たちも考

えたいというような御意志だと思いますので、そういう部分に関して今後丁

寧な、時間がかかってもしようがないと思うんですね。未来を担う子どもた

ちをどう岩倉市として育んでいくかという基本的な部分だと思いますので、

時間がかかってもいいですからみんなと話し合う、そういう機会をより多く、

それは今回のアンケート結果も含めてデータを開示した上で、きめ細かく丁

寧にこういう問題は進めていくべきだと思うんですけれども、そういうスケ

ジュールになっているんでしょうか。ちょっとアンケートのこれとは外れて

しまうかもしれないですけど。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 懇話会のスケジ

ュールという流れで申し上げますと、昨年度の秋口からというところで６回

開催をさせていただく予定で始めております。 

 その中で、一般的には委員の皆様、市民委員の方を含めた委員の皆様で進

めておったわけですが、その中でやはり委員の皆様だけではなくほかのお母

様方にもお話を聞ける機会をというようなところもということで、当初のス

ケジュールのところで別の保護者の皆様でもちょっと出られる機会をという

ところで懇談会というのを１回開催させていただきたいので、もしそういう

機会があったら御参加いただけますかという参加の御意向もアンケートには

同封させていただいて伺って、実際にそれは開催をさせていただきましたの

で、そういう意味で申し上げれば結果について、後についての議論というこ

とではないですけれども、途中では広くお伺いできる場というのは御用意は
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させていただいて、今回やらせていただいておると考えております。 

◎委員（宮川 隆君） お母様方の意見を聴取する、把握する機会はつくっ

たという答弁だったんですけれども、別にそんなハードルを上げる必要性は

僕はないと思うんですね。どこかに集まっていただいて、意見を出していた

だくということではなくて、やはり保育園に通う御両親というのは、基本的

に働いてみえるわけですよね。どこどこに何月何日に来てくださいと言われ

てもなかなかそれは難しいし、来られる方も一定限定されてしまうというと

いうわけですよね。 

 そういうことであれば、保育士さんもしくは園長先生との日ごろのおつき

合い、会話の中で、アンケートの結果を出した後にこの部分に関しては私は

こう思うんだよねというのを口づてでいいですから聞くという。そういうよ

うな時間的なものというのも一定持つというのが、お母様方の生の声を聞く

という意味合いで言えば大切なプロセスなのかなと思うんですけれども、そ

ういうようなことは今のところ考えてみえないということなんでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 先ほども少しお

話をさせていただきましたが、今回この後アンケートの結果のホームページ

に公開しているものに関しましては、それぞれの園のいわゆる掲示板とかに

は出させていただこうというふうには考えてございますので、そうすると当

然、朝夕の先生とのお話の中でそれに関する話が出ることも十分考えられま

す。それを別に否定するものではないですし、そういうお話があれば当然そ

れは園長先生のほうから私どもは頂戴するということは可能でございます。 

◎委員（宮川 隆君） 済みません、どんどん脱線して申しわけないんです

けれども、今の答弁を聞いているとすごく待ちの姿勢に捉えられてしまうん

ですよね。 

 やっぱり行政としても本当に今後必要なもの、こうあるべきだというもの

は、執行部が目指す理想ではなくて、お母様方が目指す理想に近づける必要

性があると思うんですね。それは、現場の保育士さんも同じ考え方に基づい

てお子さんたちを大切に見守ってみえると思うんです。そういうことで言え

ば、こちらからもし御意見があったら積極的にどうですかというような声か

けをしていくという姿勢が求められると思うんですよね。そういうことは考

えていただけないんでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） それについては保育園の運営とし

て日々心がけているつもりですし、保育には自信を持っています。皆さんの

声は担任が聞いて、主査保育士が聞いて、園長が聞いて、指導保育士が聞い

てということは日々やっているつもりです。 
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 ただ、今回の調査については、アンケートの表面だけでは説明が不足して

いたのかなと。ただ、私どももこれを出すときに７ページぐらいのアンケー

トで、こんなアンケートは嫌じゃないですかといって委員会の中でも申し上

げたら、保育園父母の会のほうがもっと細かいアンケートだから大丈夫です

よというふうにも言っていただいた、アンケートの項目についても保護者委

員の方が幾つも指摘をいただいて直しました。本当に積極的な委員の方が参

加してくださっているなあというふうに思っておりますので、もともと私ど

もがつくって民間の方の意見を聞いて、委員長・副委員長の意見を聞いて直

したんですけど、さらに会議でその日ではなくて文書で何ページにもわたる

ような意見もいただいて直したところ、本当にありがたく思っています。 

 御指摘のとおり、先ほども言いましたように園だよりなんかで案内したと

きには、こちらからもどうですかという声かけはまだしていきたいなという

ふうに思いますし、日々の声かけといいますか、適正配置のアンケートに限

らず意見は吸い上げているつもりですので、その辺は御理解いただきたいと。

その辺は評価もしていただいているところだと思っております。 

 先ほどちょっと誹謗中傷という言い方をしましたけど、運営に対する批判

というようなことに発言をかえておいていただきたい、批判的なものもあり

ます。誹謗中傷という言い方は、ちょっと言い過ぎたかなというふうに、済

みません。 

◎副委員長（鈴木麻住君） 大分意見も出尽くしたので、ちょっと議員間討

議をして方向性を見出したいなと思うんですけど。 

◎委員長（鬼頭博和君） じゃあ、議員間討議に移ってよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） じゃあ、議員間討議のほうに入っていきたいと思

います。 

 発言する議員の方は挙手をお願いします。 

◎委員（堀  巌君） 私は、陳述人が冒頭に述べられたことが全てだと思

いますし、今の現状としてお母さんたちが情報が足りないという現実があっ

て、それが何百名という賛同者が得られたのを直視すると、採択すべきでは

ないかなあというふうに考えます。 

◎委員（宮川 隆君） 先ほどの執行部の答弁を聞いていても、出さないと

は言っていないわけですよね。だから、どこまでを出すのか、どういう形で

出すのか、それが電子媒体なのか印刷物として出すのか。その辺が課題にな

るのではないのかなあと。 

 批判的な御意見という表現に変わったようですけれども、要はどこまで何
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をどういうふうに出すのか、手法も含めてね。それが一定型を決めた上で、

委員会としては開示を求める。何もかもというわけにはやっぱりいかないで

しょうけれども、そういう枠というものをどう考えるのかというところを付

加した上で進めていくべきではないのかなというふうに思います。 

◎副委員長（鈴木麻住君） アンケート結果を開示というのは一定理解でき

ますし、そんなに悪意を持って多分アンケート結果をつくっているとは思え

ないし、３分の１の自由回答にしても整理しながら一応まとめられていると

いうことは理解できます。 

 ただ、もっといろんな詳しい情報も知りたいということであれば、その都

度それを開示していくというのがいいんじゃないかなあと思いますけど、ち

ょっとここに書いてある全集計結果とか全家庭配付とかというふうになると、

相当コスト面もかかるし、厚い冊子を全戸に配付するのかという手法的な問

題ですね。今後そういうアンケートをとったらそういうことを全部していか

なきゃいけないとなると、大分ハードルが上がるんじゃないかなという。 

 だから、その開示方法も、ホームページだったり、各園に依頼してアンケ

ートをとった経緯があるということですから、園を通じて一定内容がわかる

ように開示していただくとか、それで足りなければもっと資料要求をしてい

くとか、いろんな方法はあると思うんですけれども、結果に基づいて次の請

願、あと２つ残っていますけど、そちらへつながっていく話なのかなと思っ

ているんで、まずは趣旨はわかりますということで、僕は趣旨採択でいいん

じゃないかなと。全戸配付とかちょっとハードルが結構高いんで、ここのと

ころは趣旨採択でどうかなと思いますけれども。 

◎委員（関戸郁文君） 先ほどの請願の方に確認させていただいたところ、

全戸配付が請願の意思というふうに僕は思ったんですけど、それでよろしい

ですかね。 

〔発言する者あり〕 

◎委員（関戸郁文君） ですよね。 

 そうすると、今おっしゃられたような趣旨採択というふうにはちょっとな

らないのかなというふうに思います。なぜかというと、全戸に配付すること

を確定……。 

◎副委員長（鈴木麻住君） 確定じゃないですよ。だから、その趣旨はわか

るから趣旨採択という。 

◎委員（関戸郁文君） 趣旨は、だってそれじゃないですか。全戸に配付す

ることが趣旨なんじゃないですか。 

◎副委員長（鈴木麻住君） 開示が趣旨でしょう。 
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◎委員（関戸郁文君） 違いますか。 

◎副委員長（木村冬樹君） 請願者の趣旨は理解すると。その上で、執行機

関に強制するわけじゃないけど、我々の意思として趣旨を確認すると、そう

いうことだよ。 

◎委員（関戸郁文君） ごめんなさい、私の理解が悪くて。 

◎副委員長（木村冬樹君） 全家庭配付が認められなかったら趣旨採択もで

きないなんていうことはないよ。 

◎委員（関戸郁文君） ちょっと休憩をとってもらってよろしいですかね。 

◎委員長（鬼頭博和君） じゃあ、暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 休憩を閉じ再開します。 

◎委員（木村冬樹君） いろいろ議論を尽くしたところだというふうに思っ

ています。言うまでもなく、自治基本条例は市が所有している情報について

は市民が知る権利があるというふうに書かれているし、あと市民参加条例に

は、アンケートの集計結果についてはできるだけの開示をするというような

形の文言があるというふうに思っています。ですから、方向性はそういう方

向で一致されているのかなというふうに思っているところです。 

 問題は、その開示の仕方だとか開示の範囲というところが今温度差になっ

ているんじゃないかなあというふうに思うんですけど、今私が考えるに、こ

の問題というのは保護者にとっては本当に切実な問題だというふうな意見陳

述を聞いても感じました。ですから、やっぱりそういう人たちがいるという

ことは、できるだけ本当にあからさまに情報を出すということが必要なこと

だというふうに思って、ですから先ほど総合計画のことなんかもありました

けど、これから10年先のというようなこととは違う、今現実に直面している

保育ということに対して、それから今自分たちが受けてきた保育に対して将

来どうなるのかという不安、こういうことをやっぱり市民として感じている

というふうに思いますので、できるだけの開示を求めるという方向で採択を

すべきだというふうに私は思っています。 

◎委員（堀  巌君） さっきの議員間討議ということで、さっき鈴木委員

が言われた全戸配付のところの解釈なんですけど、僕は市民の方が出す請願

というのは、やっぱり余りハードルを高くすべきではないと思っています。

言葉の使い方もそうです。だから、この全戸配付というのは、電子的な配付

もあり得ると思うし、それは執行機関の裁量の中でさっきの物理的なことも

あるので、そこら辺は緩やかに考えたほうがいいと思いますというのが僕の

意見です。紙媒体にとらわれる必要はないということです。 
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◎委員長（鬼頭博和君） そのほか御意見ございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） ないようですので、一旦暫時休憩に入ります。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、休憩を閉じ再開いたします。 

 今の議員間討議で皆様からさまざまな意見が出ました。執行機関からもい

ろいろな情報開示についての御意見もいただきまして、なるべく保育園に通

っているお母さん方が納得できるような形で情報開示をしていきたいと考え

ていきますので、今回の請願第１号については趣旨採択するということで意

見が今まとまりました。 

 お諮りいたします。 

 この請願を趣旨採択することに同意する委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 よって、請願第１号は趣旨採択することに決定しました。 

 続いて、請願第２号「西部保育園の維持・存続に関する請願」を議題とし

ます。 

 それでは、初めに意見陳述をお願いいたします。 

◎陳述人（岸野奈津美君） 西部保育園は、設立から48年の歴史ある保育園

です。およそ30年前に廃園の危機があり、その当時から保育園を存続し、よ

くしていこうというマインドが先生方や保護者の間で引き継がれて現在に至

ります。 

 しかし、設備や園舎の老朽化が進み、耐震などの安全性を考えていく上で

園舎の立て直しが必要な時期が近づいています。さらに岩倉市の財政の状況

や少子化を踏まえ、岩倉市公立保育園適正配置方針により、公立保育園の統

廃合や公私連携型保育所の提案などの民営化の案が出されている状況です。 

 西部保育園の園舎の建てかえについては、耐震の問題などから必要がある

と考えられますが、西部保育園はアンケート結果から見ても、公立・私立を

合わせて11の保育施設の中から最も適正であるというアンケート結果が出て

います。また、加配保育にも適した死角のない一目で見渡せる建物の配置や

自然豊かな周辺環境、御厚意で貸していただいている畑など、西部保育園な

らではの立地環境のよさがあります。こういった環境の中で、保育士の先生

方の努力や保護者同士の交流の中で、支援児も健常児もともに協力し合い、

互いの個性を認め合える保育が行われています。 

 加配保育に適した環境があるというのも西部保育園の特色の一つであり、
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ほかの園では加配がつく子でも、西部保育園では加配をつけなくても保育を

受けられるという例があります。そして、支援児も隔離されることなく健常

児とともに生活ができ、支援児にとってはもちろん、健常児にとっても個性

を認め合いながら協力する成長のよい機会となっています。 

 私の子どもが西部保育園に在園していたとき、腕をけがしてしまい、運動

会の参加ができず見学となりました。そのような状態の子どもでも、お友達

の応援のための太鼓をたたかせてもらったり、できる範囲でのお手伝いをさ

せてもらったり、先生方の御配慮によって親子ともに心に残る運動会となり

ました。どのような状態の子どもであっても人権が守られ、温かく受け入れ

られ、ともに活動するきっかけを提供してくださる保育の質の高さを保護者

の一人として実感しました。このような差別や区別の少ない環境での生活を

幼少期に送ることで、互いに理解し合える豊かな心が育まれ、いじめや差別

意識の軽減にもつながると感じています。 

 関西大学の名誉教授であった鈴木祥蔵氏は、幼保一元化を進める際は子ど

もの人権を保障するものでなければならないとし、９つの視点を提示してい

ます。その９つの視点は、人権や個性の尊重、縦割り保育などの異年齢交流、

自然豊かな環境、保護者との関係性などについて言及されていますが、その

９つとも西部保育園では実現されていると感じ、理想的な保育が継承されて

います。 

 ここでお伝えしたいところは、このように満足度が高い西部保育園の存続

を願う保護者が現時点だけでも400名以上存在し、まだまだこれからふえる

見込みであるということです。今回の請願の３つ目の「公立保育園の適正配

置・適正規模の方針案の基準見直しに関する請願」にも、西部保育園の存続

について含まれているとの御指摘もありますが、あえて西部保育園の存続を

別の請願として出させていただいているのには、このような理想的な保育を

継承されている西部保育園を愛する子どもたち、保護者、ＯＢの皆さんの熱

意や結束があってのことです。 

 また、今回の請願は、毎年９月に提出される父母の会の請願とは全く別物

であり、西部保育園の父母、ＯＢが中心となって地域の方々とまとめた請願

です。未来の請願内容である９月の父母の会の請願を待って、継続審査とな

ることのないようお願いしたいです。 

 議会基本条例を読ませていただきました。議員の責務と活動原則第５条の

逐条解説に、議員が少数意見も反映し、合議により結論を導き出すための手

法と、議員は市民の目線で活動し、市民の代表として全体の利益を求める姿

勢を定義していますと書かれていました。400名以上という多数の賛同を連
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名という形でいただいているとはいえ、西部保育園の保護者が多いというこ

とで、岩倉市の７園の保育園の中では一部の意見とみなされてしまうかもし

れません。万が一、一部の意見とみなされたとしても、議会基本条例にもあ

ったように、議員が少数意見も反映し、合議により結論が導き出されること

を望んでいます。未来の未定の請願を想定して継続審査するのではなく、現

時点のアンケートでの西部保育園の評価の高さや、400名以上の市民の声に

耳を傾けていただけるようお願いします。 

 また、公立保育園の適正配置・適正規模の方針案について情報開示が不十

分なまま進められていることについて、先ほど御賛同いただきました。市民

の声が十分に反映されないまま進められている方針案に疑問を持ってこの請

願を提出します。この理由から、情報開示が不十分なままの公立保育園の適

正配置・適正規模の方針案の動向を待って継続審査となることについても、

私たちの望むところではありません。 

 以上、長くなりましたが、保護者からも支持が高く理想的な保育が行われ

継承されている西部保育園を、岩倉市公立保育園適正配置方針により統廃合、

民営化されることなく存続されることを望みます。 

 以上です。ありがとうございました。 

◎委員長（鬼頭博和君） ありがとうございました。 

 意見陳述が終わりました。 

 紹介議員の補足説明はよろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 紹介議員の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎副委員長（鈴木麻住君） 請願理由、内容はよく理解できます。西部保育

園の保育の質が高いというのはアンケートにも出ていますし、十分理解して

います。 

 その趣旨の中に、設立から48年と古く老朽化が目立つと、それは一定理解

されていると。私たちが今危惧するのは、やっぱり老朽化が激しい保育園、

要するに鉄骨造で平家なんですけれども、築48年たつと、耐震的にはフレー

ム、構造材自体は大丈夫ということで一応補強はしてあります。ですが、非

構造部材というのは難しいんですけれども、地震が来たときに天井が落ちて

くる、照明器具が落ちる、ガラスが割れるというのが日常起こり得る想定さ

れることです。非常に危険なわけですね。建物が壊れなくても、要するに倒

壊しなくても、そういうものでけがしたりという状態が起こり得る。いつ地

震が来るかわからないということを前提に、今公共施設の再配置、古いもの
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をどうするかという考え方を今一生懸命皆さんで検討していると。その中に

学校の長寿命化も含めて検討する中で、先ほどもありました保育園の適正配

置という、ちょっと表現は違ってわかりづらいんですけれども、岩倉にある

７園の保育園をどのように、これから改築なのか統廃合しながら維持してい

くかということを検討する場なんですね。 

 だから、ソフト面のよさで継続・存続してほしいという部分と、ハード面

の問題点は、やっぱり別で考えていかなきゃどうしてもいけないんじゃない

かなという。だから、今のままということでは多分できないんで、やっぱり

どこかで建てかえる、それが５年後なのか10年後、早ければ僕は５年後ぐら

いには建てかえる計画に乗せて進めていきたいなあと思っています。 

 ただ、今の名草線から西側のあの近くに建てるのがいいのか、あのまま壊

して建てるというわけには多分いかないんで、そういうことも前提に視野に

入れてどういう規模で建てるのかというのが適正配置で、今後我々も再配置

の中で考えていくということを考えているわけですね。だから、ここで今維

持存続とソフト面だけの話なのか、建てかえはやっぱり必要だと考えてみえ

るのか、そのときにどういう状態で維持存続するのかという考え方をちょっ

とお聞かせください。 

◎陳述人（岸野奈津美君） 確かに設備とか非構造物の耐震性などの安全性

のことがありますので、今このままの平家の建物をそのままそっくり残すと

いうのは現実的ではないというのは認識しています。 

 ただ、本来ならばそのまま建てかえていただくのが私たちの望みではある

んですけれども、建てかえというのが難しい、ちょっと違う場所に新西部保

育園のような形で建てかえということも考えられるというお話だったんです

けれども、その場合に西部保育園というものが、例えば中部保育園と統廃合

して大きくなって建てかえますよとか、そういったことになるとソフト面の

変容というのは免れないと感じています。なので、今の規模を維持していた

だく、建物の存続は難しいかもしれないですけど、今の規模を維持して建物

を新しくしていただくということを私たちは望んでいます。 

◎副委員長（鈴木麻住君） これは西部だけじゃなくて、請願の３号にも関

係する話なんですけど、例えば北部なんかは小さい保育園で人数もどんどん

減ってきていると。そんな中で北部と中部とという話もあります。 

 西部はあそこだけちょっと離れてあるわけだから、どこかと統合というの

は難しいのかもわからないですけど、ただあの清閑、長閑な環境を維持しな

がら、そこでまた西部保育園をつくるんであれば、保育の質は変わらないで

すよね、その園の先生たちが同じようにやれば。ただ、その規模が変わって
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もある程度そこでやっている保育の質が変わるかどうかというのは、同じ人

たち、あるいは公立の保育の保育士たちがやっていることであればそんなに

変わらないんじゃないかなと私は思うんですけれども、それは保育の質の問

題をどう維持するかというのは、ちょっとどうなのかなあという。 

◎陳述人（岸野奈津美君） 保育園・認定こども園の利用実態などに関する

アンケートで、西部保育園に関して規模が最も適正であるというアンケート

結果が出ています。この小規模であるからこそお互いに顔を覚え、保護者も

保育士さんも子どももお互いに交流ができという、規模が適正であるという

アンケート結果が出ているので、そこを規模を変えるということになると、

やはりお互いのことを知らない保護者が出てきたりだとか、あと今まで受け

継がれてきたぞうさんクラブという西部保育園ならではの伝統の行事ですと

か、そういったソフト面が規模が変わることによって変容するというのは考

えられることなので、このアンケート結果の最も適正であると出ている結果

にもかかわらず規模を変えるということになると、西部保育園の在園の保護

者、ＯＢの方から非常に反発が起こることは容易に想像できます。 

◎委員（堀  巌君） 再確認、端的にお聞きします。 

 この西部保育園の維持・存続を求めますというのは、ハードではなくて、

先ほど来言われる西部保育園の質であるとか、伝統だとか、文化であるとか、

そういうことの維持・存続を求めますということでよろしいでしょうか。 

◎陳述人（岸野奈津美君） 本当であれば、今のままの立地で建てかえてい

ただくことが一番私たちの望むことなんです。その長閑な環境ですとか畑の

こととか、畑は特に隣にあるので割とすぐ子どもたちも安全に移動ができる

という状況ではあるので、本来であればこのままの立地でそのまま建てかえ

ていただくことが一番望ましいと考えているんですけれども、それが建てか

えをすることによってちょっと難しいということであるのならば、例えばす

ごく離れたところに建てかえをするとなると、その立地環境が大きく変わる

可能性があるので、本当に近い土地で長閑な環境で建てかえを進めていただ

けるということであれば、まだ私たちの納得は得られるのかなあと感じてい

ます。 

◎委員（堀  巌君） そのつもりで質問したつもりで、環境というのはそ

の建屋のハードではなくて、それも含めて、例えばちょっと移っても同じよ

うな環境や今の全てが見渡せるような環境はソフトだということで、ソフト

ですよねということでお聞きしたつもりだったので、ごめんなさいね。 

◎委員（関戸郁文君） 西部保育園を存続させてほしいという気持ちは本当

に十分に伝わりました。 



２３ 

 次の請願とも関係してくるんですけれども、今回、西部保育園だけ独立さ

せて公立保育園を存続させてほしいという請願の内容だと思うんですが、そ

の背景というか、西部保育園は何かもうすぐに今にでも統廃合されてしまう

んじゃないかというような危機感を３人の方が持っていらっしゃるような感

じをすごく受けるんです。それはなぜそういうふうに思われるのか、何か具

体的に行政から西部保育園はなくなってしまうんだとか、そういうような話

が何かあるのか、その辺のところをちょっと教えていただきたいんですけれ

ども。 

 執行機関の回答でもよろしいですけど。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 申しわけござい

ませんでした。 

 まだこの公立保育園適正配置方針というのは、先ほど来進めてきているこ

の状況でございます。まだ私どものほうとしては具体的な事例等の提出はし

ておりません。ということでよろしいでしょうか。 

◎陳述人（岸野奈津美君） 公式な場ではそのような話は出てはいないとい

う認識ですが、非公式な場でそのようなお話を聞いたことがあるということ

で、存続を願う保護者がとても多いので、請願を出してはどうかという400

名以上の連名の方との意見で請願を出させていただきました。 

◎副委員長（鈴木麻住君） 先ほど説明させていただきましたが、今西部保

育園の存続で、あそこに建てかえるとしたら一遍壊さなきゃいけないですよ

ね。壊して建てかえるのにほぼ１年ぐらいかかると。その間園は休園で、そ

この園児たちはよそに行くと、あるいは仮設をどこかに建ててということに

なるんですけれども、その長閑な環境が今の状態で維持できるかどうかとい

うのは、例えばあの辺が開発されたらまた環境も変わるだろうし、いろんな

２次的な要素で変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。行政があの

近くで本当に長閑なところで土地が探せればいいですけど、そういう問題も

ございます。 

 だから、そういうソフト面をどこかで維持していきたいという、環境も含

めて、あるいは保育の質だとかということは、ある程度はできると思うんで

すよね。ただ、ハード面であの場所に新しくというのは、ちょっとやっぱり

無理があるかなあというふうに思うので、ちょっとその辺も踏まえて今後ど

ういう方向で行くのかなあという、行政がどう考えているのかというのもあ

るんですけれども、６月末にはある程度方針が出てくるということがありま

すので、それを見ながら考えていったらどうかなあと思うんですけれども、

それはどうでしょうか。 



２４ 

◎陳述人（岸野奈津美君） 済みません、ちょっとずれるかもしれないんで

すけれども、今の西部保育園の土地というのは行政のほうで見つけてきた土

地ではなく、保護者の方が見つけてきた土地ということもちょっと小耳に挟

んだので、その点ちょっと質問してもよろしいでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 西部は今市の土地で、買った市有

地です。過去にやっぱりあそこら辺に保育園がないものですから、つくると

きに、保育園にするんだったら土地をというふうなことをおっしゃってくだ

さったということは伝え聞いています。それがどなただったかはわかりませ

んけれども、それは聞いています。 

 ほかの市有地でもそうだと思うんですけど、こういうことに提供するんだ

ったら売りましょうという方、大抵の方はそうだと思います。 

◎陳述人（笹田祐子君） またちょっと御質問された趣旨と外れるのかもし

れないんですけど、ほかの園もそうかもしれない、西部保育園に私の知って

いる方で、雨の日でも自転車で通われている方とか、お母さんが車の運転が

できなくて、お父さんが仕事に行って歩いて登園されているという方も見え

るんです。うちの近所なんですけど。先ほど近くに場所が見つけられなかっ

たらというふうに簡単におっしゃられたのがちょっとショックで、本当に苦

労されて登園されている家庭もいるので、距離感というのも大事に思ってい

ただきたいなと思っています。ちょっと質問に対する回答というか、意見に

なっちゃって済みません。 

 あと、ハードとソフトは分けて考えないといけないというふうにもおっし

ゃられていたんですけど、ハードを整えてソフトが維持できなくなっては意

味がない、子どもの人権は守られないんじゃないかと思うので、ハードとソ

フトを完全に切り離してしまってはいけないと思います。再配置の中に、さ

らにどのようにしてソフトを維持していくかということも、会議の中できち

んと考えていっていただきたいと思います。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 請願の前２段については、本当に

西部保育園を評価していただいてありがとうございます。感謝しております。 

 ただ、おっしゃられた中で、西部保育園だけがいい保育をしているという

ような発言に聞こえましたので、岩倉市の全７園については同じような保育

をしておりますので、その辺は御理解を。これが出てきたときにほかの園の

方はどう思われるかなあということも少し心配にはなりました。本当にあり

がとうございます。 

 もう一つは、これが一番多くの署名を集めて450人という方の署名を集め

られております。先ほど紹介議員である堀議員の発言がびっくりしたんです
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けれども、これはそういう趣旨ですかという感じで紹介議員になられるんで

しょうか。 

 もう一つ、450人という方、多分西部のＯＢという方とか保護者の方が多

いと思うんですけど、紹介議員の方はどういった方、特徴的なことがあれば

ぜひ教えていただきたいなと思います。西部保育園じゃない方で署名されて

いる方はどういう傾向なのかということは分析されているんでしょうか。お

母様方だけじゃなくて議員の方に問いたいと思います。 

 それから、先ほど通園の適正なというところは、少しグラフを見てもらう

とわかるんですけど、西部が87％と一番多かったです。一番多い中部でも

80％が適正だという結果が出ておりますので、その辺のことも少し申し述べ

させていただきたいなというふうに思います。北部については50％が適正だ

けど、少ないという方が48％もいらっしゃるということ。東部が今75人ぐら

いいるんですけど、80％が適正という意見もありながら、16％ほどはやや少

ないというような意見もありますと。西部のことは本当に愛してくださって

いる請願だと思いますけど、そのあたりも少し申し述べさせてもらいたいと

いうふうに思います。 

◎委員（堀  巌君） ほかの園も同じような保育をしているということな

んだけれども、その点についてはそうだと思うし、だけど西部保育園の特徴

というのは、さっき言ったやっぱり環境がすばらしいというところだと思う

し、さっきの長谷川部長の言葉でほかの園の人が見たらどう思うかというの

をそのままそっくり返したいのは、前回の協議会で言ったように、副市長が

民間の園のほうが満足度が高いことがわかりますと、民間のほうが頑張って

いるためだと思いますという発言こそおかしいんじゃないか。保育園の人た

ち、関係者が見たら怒るんじゃないかとそのときに発言したけど、その点に

ついてそっちのほうが大事で、保育園の関係者の方が今回数百名の方が本当

に短い間で署名をして意見を集めたことで、ほかの園の人たちがどう見ると

いうよりも、そっちのほうがよっぽど重いと思います。 

 それから、今回の400名の名簿をどんな人が署名されているのかというの

は、集計として僕も手伝いました。それを見る限り、やっぱり八剱の方とか

遠くの方も見えましたし、どの程度どの地域でどういうふうというところま

では分析していないのが現状です。 

◎委員（木村冬樹君） 質問があったのは、450名近くの方々のどういう分

布なのか分析されているのかということでありますので、それも私も集計の

ところで見ました。住所的には先ほど堀委員が言ったようなほかの地域もあ

りましたし、それがどのぐらいかというとそこまでは見ていないです。です
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から、請願の代表者がおっしゃられたように、西部保育園の保護者とＯＢの

方と、そして地域住民、そういう人たちのつながりでの地域住民の人たちが

まとめ上げた請願だというふうに捉えているところです。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑は。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） ちょっと間違っている部分は訂正

したほうがいいかと思います。 

 民間の園のほうが満足度が高いことがわかります、民間の方が頑張ってい

るためだと思います。民間の方のほうが頑張っているという言い方はしてい

ませんし、当然私も公立の保育園のほうは頑張っているというふうに思って

いますし、自信は持っています。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑は。 

◎陳述人（岸野奈津美君） こちらの西部保育園の維持・存続に関する請願

を出させていただくことで、例えば西部保育園だけが生き残ればいいとか、

そういった考えはありません。ほかの園に関しての請願も次の３番目に関し

て出させていただいているので、西部保育園を愛する保護者が出させていた

だいたものではありますけど、ほかの保育園について否定するものではあり

ません。 

 補足させていただきますが、連名していただいた中でも、例えば北部保育

園に通われていた保護者の方ですとか、西部保育園以外の方もいらっしゃい

ますので、それもちょっとお伝えしておこうと思います。 

◎委員長（鬼頭博和君） では、質疑のほうを終結します。 

 次に、議員間討議に入ります。 

 発言する委員は挙手をお願いします。 

◎委員（宮川 隆君） 結果を導き出すのにすごく迷っているんですね。要

は、この残していただきたいというお母様方の御意思というのはすごくわか

りますし、この請願を見たときに平成10年のときに南小学校のＰＴＡで少し

かかわっていたんですが、この前年の９年に南部中学校の学生さんが自殺さ

れたり、それからその後ほかの小学校のＯＢの方が少年院から出てみえて、

その後輩の当時の岩中の生徒たちを唆したりだとかという時期だったんです

ね。ただ、南小学校に関してはすごく安定していた。それを各市Ｐ連の会長

さんたちとお話しする中で、やっぱり南小学校は当時定住者が多かったとい

う地域事情と、それから今でもそうなんですけれども、やっぱり独自に子ど

もたちを見守ろうという素養が地域ごとの伝統的にあったと。 

 南小はそうだったんですけれども、じゃあほかの小学校が違うかというと

そうでもないですし、各校長先生方がそれなりの特徴ある経営というのを考
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えてみえる。ただ、校長の考え方で学校の方針が全て変わるかというとそう

ではないんですね。やっぱりそこに通われているお子さんもそうですし、そ

れから御父兄もそうですし、それを見守る地域の事情というのもありますの

で、そういうのを複合して伝統という形でそれぞれの学校、今でいう保育園

もそういうものができ上がってきているわけですから、そういうものを大切

にしようという気持ちはすごくわかるんです。 

 反面、あくまでもこれは統計的な話になってしまうんですけれども、2040

年ぐらいには子どもの数が半減すると言われています。当然今後耐震だとか

再配置を含めて、そういう状況にあることを前提とした規模の大きさのもの

をつくらなければいけない。なおかつ今考えられているのが、７園を統廃合

するという考え方の話でもあります。７園を残して、そこにいろんなものを

入れていこうという考え方もあります。 

 少なくとも今の環境下、要は、特に西部保育園の周りというのは市街化調

整区域ですので、そう激変するということは余り考えられないんですけれど

も、やっぱり一定そういういろんな施設が入る、道路の拡張による影響だと

かというのは当然あります。そういうものを複合して、保育園もしくはその

地域をどう考えていかなければいけないのかというのが、我々が将来的なも

のを見据えて考えなければいけないというのもあるわけなんですね。 

 西部保育園だけがよければそれでいいなんていう考え方はないとおっしゃ

っていますので、一安心しているんですけれども、少なくともお子さんが半

分になってしまえば、保育園そのものを縮小するのか、もしくは統合するの

かというのは、少なかれ選択に迫られるところになるわけなんですね。 

 かつ、今の市の置かれている状況としては、まだ何も決定されていない、

幾つかの提案がされているけれども、それに関して執行部も決定的な提案を

されていませんし、我々も決定的な結論を出していないというのが議会とし

ての現状なんですね。その中で、気持ちはわかるんですけれども全体の利益

をどう捉えるのかというのが、我々に迫られる究極の選択なのかなというふ

うに思っています。 

 確かに例年、次の議会にはほかの団体から請願が出てきます。それとこれ

とはまた別の話だというのは十分理解しているんですけれども、それ以前に

市全体の方向性を示して、それの是非というものが問われるその前の段階で、

西部保育園の維持・存続というここの部分だけに言及するというのは、なか

なか結論が出しにくいのかなというふうに私としては思っています。自由討

議ですよね。 

◎委員（木村冬樹君） さっき申し上げたように、この請願というのは西部
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保育園の保護者の方、ＯＢの方、そしてそれに関連する市内の方々が賛同を

得てまとめ上げたということだもんだから、これは一つの地域的な願意だと

いうふうに思います。私たちが紹介議員になるときも、やっぱり西部保育園

だけという思いはあるんですよね。だけど、３つ目の請願でこういうふうに

なるもんだから、４人とも同じように紹介議員になっているというふうに思

っているところです。 

 ですから、西部保育園がどうなっていくのかというのは全く白紙の状態で、

執行機関側としても具体的なものは何も提示していないということでありま

す。非公式な場でそういう声が聞かれたという意見陳述もありましたけど、

何もわからない状態であるというふうに思います。 

 今、ゼロ・１・２歳児で待機児童が発生しているというような岩倉市の状

況があるわけで、保育園の統廃合みたいなものというのは非常にデリケート

な問題だというふうに思っています。やっぱりしばらくの間はそういう人た

ちのニーズはあるだろうというふうに市も見ているわけだもんだから、そう

いった中で方向性を出すのは非常に難しいだろうとふうに思っています。次

の請願の関係にもなってしまいますけれども、公共施設再配置計画そのもの

は、40年の間に、私は基本的に反対していますけど、総務省が出したソフト

で計算したものによって13％の床面積を縮減しなきゃいけないという、そう

いうものに基づいた再配置になってくるわけで、将来的な人口動向だとか、

もちろん出していますけど、どうなるかわからない。それに財政状況もどう

なるかわからないというところで、当面今わかる範囲で５年、10年ぐらいの

スパンで見ると、一定子どもの保育園に入りたいというニーズはあるだろう

というふうに言われているわけで、そういった中で方向性を出すというのは

非常に難しい問題だというふうに思っています。ですから、市は40年という

スパンのアウトライン的な計画だと。それを10年ごとに見直していくという

ような形になっているわけで、そうせざるを得ないというふうに思うんです

よね。 

 ですから、そもそも公共施設再配置計画という大きな長い計画、これ自体

もそういった意味では見直しをしていかないけない計画になってくるだろう

というふうに思っているところなんです。ですから、そういう立場でこの計

画を見ていかなければならないというふうに思っています。 

 だから、西部保育園がどうなるかというのはわからないということですけ

ど、私はやっぱり地域の住民だとか保護者、ＯＢの方、こういった方々の願

いでありますので、これはやっぱり願意を受けとめて、何らかの形での採択

をすべきだというふうに思っています。 
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 執行機関側がどういう考えを持っているのかは別として、議会としてきち

んとした意思をこの議会で示すべきだというふうに思っています。 

◎委員（関戸郁文君） 今、木村委員がおっしゃられたことは全くそのとお

りだと思うんですけど、よくわからない状態という言葉が、私もそう思いま

す。まだはっきり決まっていないことが物すごく多くて、これから決めてい

くんだという状態ですと。 

 いろんな委員会があって、いろんな協議会があって、いろんなところでい

ろんなことが話し合われているさなかの中で、しかも40年の期間の計画であ

るということで、この請願事項の維持・存続を求めますというのが、例えば

40年後も必ずとかというふうに捉えちゃうと全然そういう話ではないとは思

うんですけど、非常によろしくないもんですから、やっぱりその期間とか、

そのことも定められないとは思いますが、例えば10年で見たときに、木村委

員もおっしゃっていましたけど、西部保育園が10年間の間に、わかりません

けど、そんなすぐになくなってしまうということは余り現実的ではないとは

思うんですね。そんな中で、これを採択してというのは、少しちょっと難し

いかなというのが僕の意見でございます。 

◎副委員長（鈴木麻住君） 今、関戸委員が言われましたけど、10年間この

ままほかっておいたら、もういつ壊れてもしようがない、危ない。壊れても

というか、地震が来たら大変な被害が起きることを僕は懸念しています。だ

から、このまま放置されること自体が僕は危ないんじゃないかなと。 

 だから、もっと今質の高い保育だとか長閑な環境を維持というのはわかり

ます。だけど、やっぱりもっといいものを、その環境を維持しながら、そう

いう質の高い保育をしながら、もっといいものをつくろうということもやっ

ぱりやっていくべきだと私は思っているんですね。 

 だから、それがあそこのあの場所なのかどうなのかというのは、もっと検

討していく必要はあるんじゃないかなと。だから、あそこだけじゃなくて本

当に今出ている中部だ、北部だ、東部だといろいろ老朽化した建てかえなき

ゃいけない施設がいっぱいあるわけですよ。それをどういうふうに建てかえ

ていくかという検討を今一生懸命されていると僕は理解している。その結果

を見て、やっぱりどうするかということを考える。我々は公共施設再配置の

協議会の会長もやっています。だから、そういうことも踏まえて最初に継続

審査はだめだよとくぎを刺されましたけど、やっぱり私の立場としてはそう

いうことも踏まえて、よりよいものをつくり上げていくための、今一生懸命

懇話会で検討しているわけだから、その結果を見てどうするかということを

考えていきたいなというふうに思っています。 
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 だから、継続審査はだめと言われましたけど、これはもうちょっとその結

果が出て、それから考えるべきじゃないかなあというふうに思っています。 

◎委員（堀  巌君） 私は、陳述人が言われるとおり継続審査はすべきで

はないと思います。 

 というのは、さっき木村議員も言われたように執行機関がどう考えるかで

はなくて、今現時点で市民の方が今のニーズがここにあるんだということを

示されての請願だと思うんですね。それを酌み取るかどうかで、公共施設の

統廃合だとかそこに議論が行き過ぎていて、お母さんたちだって全面的な情

報をつかんでいるわけじゃないし、統廃合が全面的に悪いとも言っていない

し、ただ西部保育園を愛している方たちの思いを形として出しただけなんで

すよね。 

 だから、私自身も議論として統廃合がいいのか、今の西部保育園でいくの

がいいのかさえわかりません、まだ。わからないけれども、やっぱり今の現

時点のニーズ、もしそれが議論の中ではっきりとしてくれば、議会と執行機

関の中でも、それは執行機関が今度は市民の方にこういうことで議論が進ん

でいて、そういう統廃合のほうが夢が描けるようなことを見せれば、また考

え方も変わってくるし請願の内容も変わってくると思います。それでいいん

じゃないのかなあと思うんです、請願って。 

 だから、今の時点で私はたくさんの市民の方の思いを受けとめて、何らか

の形で採択すべきだし、９月の請願まで継続審査じゃなくて、それは別だと

いうことはわかっていただいた議員さんたちもいますけど、逆に市の計画自

体の進みぐあいとは関係のない話だとして今の思いを受けとめるべきだとい

うふうに私は思います。 

◎委員（宮川 隆君） 堀委員の言ってみえることはごもっともだと思うん

ですね。そこを重視して考えなければいけない、それも当然だと思うんです。 

 ただ、今度出てきたのが要望書であれば、そうだよねで終わるんですよ。

でも、これは請願ですから賛否をつけなければいけない。要は、我々が将来

に責任を持って判断するその材料すらまだ未確定の段階で、この請願自体を

継続審査せずにここで結論をつけろと言われたら、反対せざるを得ないんで

すよね。だって、責任がとれませんもん。ですよね。今たしか保育園費は７

億ぐらい出していますよね。それは市民の方々が一人頭140万出してでも岩

倉の今の保育は維持すべきだと思ってみえるから、それだけ財源を投入して

も誰も文句を言わない。でも、これが例えば人員が半分に減りますよ。そう

すると人件費だとかいろいろ含めて150％ぐらいの維持費、今のものをその

まま維持しようと思ったら150％ぐらいですから、一人頭200万、10億以上の
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お金を投入しなければいけなくなる。一人頭、全体は変わらないか。そうい

うことになるわけですよね。 

 だから、そういうことも踏まえて結論づけようと思うと、単に請願を気持

ちだけで通してしまうということに関しては、ちょっと抵抗がある。要は落

としどころ、お母様方の御意見というのは本当にごもっともだと思うし、伝

統も残していきたいというのもあります。ただ、先ほど言ったように統廃合

とか複合化ということになれば、その環境そのものが変わってくる。それす

ら認めませんよというふうにここでくさびを打ってしまうということは、私

にとっては今はできない。もう少し自由な状況で考える余地、時間は当然必

要だし、そんな単に結論づけられるような簡単な話ではないというふうに理

解しているので、そういうことも踏まえると難しい。 

 結果的に９月に出てくるものは別としても、少なくともこの夏に出てくる

方針みたいなものを受けてじゃないと議論のテーブルにものっていない状況

で、なかなか結論はつけられないのが今の我々の置かれている現状なのかな

というふうに思うんですね。皆さんはどう思われるかわからないですけど、

僕はそう思っているんですよ。 

◎委員長（鬼頭博和君） ほかにありませんかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 時間がお昼を過ぎましたので、一旦ここで昼休憩

という形で、また午後から。 

◎委員（宮川 隆君） お母様方は大丈夫。 

◎委員長（鬼頭博和君） 大丈夫ですか。 

〔「まだもう一つあるから」と呼ぶ者あり〕 

◎委員（宮川 隆君） それを片づけてからじゃないと、要はまた出てこい

という話にはならないでしょう。 

◎委員長（鬼頭博和君） お母さん方は。 

◎委員（宮川 隆君） 少し休憩をとってこのまま継続するのか、それとも

このまま休憩をとらずにやるのか、昼休憩をとってやるのか、三択です。 

〔「ここで何か飲食することは可能ですか。」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 可能です。 

 多分このままいくと１時過ぎてしまいますので、ちょっと厳しいかなと思

うんですよね。 

〔発言する者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） そうですよね。 

 じゃあ、ここでお昼休憩という形で、午後１時……。 
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〔発言する者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） ２号まで行きますか。行って休憩するのか、ここ

で休憩に入るのかなんですが。 

〔発言する者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） このままいくとちょっと長引きますので、一旦こ

こで採決の前に暫時休憩したいと思います。 

 午後１時半から再開いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 定刻となりましたので、午前中の請願第２号の議員間討議を途中で中断を

しておりましたので、ただいまより休憩を閉じ、再開いたしたいと思います。 

 委員の皆様、御意見ありますでしょうか。 

◎委員（堀  巌君） 午前中のちょっとおさらいからですけれども、まず

西部保育園は、今回のアンケートで、公立・私立を合わせて11の保育施設の

中で最も保護者からの満足度が高い園ということで、３つ目のところから抜

き出して、別建てで一つの請願として出されたということです。 

 午前中もお聞きしましたけれども、西部保育園の維持・存続を求めますと

いう意味は、ハードで、鈴木副委員長が、ここでは現実的には難しい、建て

かえるときにはちょっとよそに移してという話も、父母の方たちは十分理解

していると思います。その上で、この維持・存続を求めますというのは、言

いかえると、今の西部保育園の質の高い保育や、環境や、そういうところを、

今後、統廃合、どういうふうに案が出るにせよ、そういうのは守ってほしい

と、そういう意思のあらわれだというふうに理解をして、私は採択すべきだ

というふうに紹介議員として思っているわけですけれども、ちょっと議員間

討議の中ですけど、もう一回確認させてください、その僕の理解で間違いな

いのかどうなのか。 

 どうしても午前中に希望としては同じ場所でというのはあったけど、そこ

には特に、それは個人的な希望であって、署名していただいた本意としては、

そこではなくて、やっぱり質であるとか、今のことを守っていただきたいと

いう、そういう思いだというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

◎陳述人（岸野奈津美君） 堀委員が今おっしゃったとおりで、ハードの面

で、今現在の立地でそのまま建てかえというのが一番理想的ではあるのです

が、やっぱり現実的なことも考えて、そのハードの面を少しまた違う立地で

ということになるかもしれないですけれども、そのことも踏まえて、ソフト

の面を、この西部保育園の理想的な保育の継続・存続を求めているので、堀
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委員のおっしゃるとおりで間違いはありません。 

◎委員（宮川 隆君） 先ほどの請願第１号にもかかわる部分なんですけれ

ども、午前中の中でも、要は今後、西部保育園のあり方そのものを１ミリた

りとも動かしませんよ、何も変えませんよということではなくて、私は、今

後建てかえるにしろ、複合化するにしろ、かかわってみえるより多くの方々

の御意見を聞く機会を保障してもらって、みんなでつくる西部保育園、もし

くは西部保育園が入っている複合施設という位置づけで進めることのほうが

大切だと思うんですけれども、そういう意味合いでいえば、この第２号の西

部保育園の維持・存続という部分で、この１行だけをとってしまうと、なか

なかそういう幅というものが見えてこないんですね。 

 我々、先ほど言ったように、財政面というものを無視するということはな

かなか難しいし、それから今後の人口動向というのも、やっぱりそれも無視

できない。そういうものを複合して考えて、全体の利益がどこにあるのか、

なおかつそこにかかわる方々の利益がどこにあるのかということを基本に、

今後も進めなければいけないというふうに思っているんです。 

 そのときに、今、我々がその判断基準となるべきものというのが、まだテ

ーブルの上に明確に出てきていない段階なんですね。だから、そういうこと

を御理解していただいた上で、６月末もしくは７月の頭ぐらいに出てくる一

定の方向性みたいなものを待たないと、我々としては判断しかねる部分が大

きいと思うんですけれども、その辺の御理解っていただけますでしょうか。 

 要は、一番最初に、冒頭に強い口調で継続はなしと言われたので、そうす

ると、今結論をつけるという結果に導くとなると、我々は何も決まっていな

いものに賛否はとれないという立場をとらざるを得ないんですけれども。 

◎陳述人（笹田祐子君） 今、その懇話会の中で、この施設が老朽化してい

て、建て直すためには費用が必要で、少しでもその費用を減らすためには、

どことどこをくっつけたり、こことここが同じ施設になれば抑えられるよね

というような話をされているんだと私は理解しているんですけれど、その話

し合いのテーブル、どういう施設の統廃合にするかというのはまだ決まって

いない。ただ、そこの決めるテーブルの上に、この西部保育園で行われてい

る保育の質が高いのはどういう理由があってというのだとか、そういったこ

とをそのテーブルの上にのせて考えてほしいんですよ。 

 なので、そのテーブルにのせてほしいということを今決められないという

ことなんですか。 

◎委員（宮川 隆君） いや、我々が判断する基準というものがまだ明確に

出ていない段階で、要は西部保育園を存続するか統廃合するかすら議題にの
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っていない今の段階で、それだけを抜き出した状況で賛否をとるということ

はなかなか難しい状況にあるということです。要は何も決まっていないんで

すよ。 

 余り皆さん議会を信用していないのかもしれませんけれども、最終的に判

断するのは議会なので、委員会であり議会ですので、多分ここにいる皆さん

は今の議論というのをちゃんと頭の中にたたき込まれているので、それを無

視して、じゃあ当局が言っているからいいよねなんていう、そんな安易な判

断をするほど我々委員は物忘れが激しいわけではありませんので、要はどこ

まで信用していただけるのかということを含めて、今、判断すべき段階には

ないんじゃないかということを御理解いただけますかということです。 

 最終的に、その賛否をとる、判断する、責任をとるというのは、議会にあ

る、議員にあるわけなんです。ですから、その出した結果に対して、皆様方

から意見をもらったから、それに従うというわけではないんですけれども、

やはり先ほど堀委員が言われたように、500人に上る方々の御賛同を得てみ

えるわけですから、お三方にその判断を委ねるなんていうことは酷な話だと

十分に理解しています。だからといって、じゃあ議会が民意のみで、要は、

ポピュリズムという表現が正しいとは思わないんですけれども、500名の署

名をもって４万8,000の意思だというふうにはなかなかとりづらい部分もあ

るということの御理解はいただけますかということなんです。 

 どうですかと聞くのも酷な話なのであれなんですけれども、我々が置かれ

ている今の状況というのはそういうものだということは、御理解いただけま

すかということです。 

◎委員（堀  巌君） 今の宮川委員の話で、判断基準がまだ出てきていな

いというふうに言われますけど、それはさっき午前中に言ったとおり、それ

ぞれの議員がまだ、全体の公共施設の再配置計画について、執行機関もまだ

案の段階だし、保育園の適正配置も案の段階です。まだ出ません。個々の考

え方も違うでしょう。だけど、その是非論と、西部保育園が今、アンケート

で出てきた厳然たるデータ、それからＯＢの方を含めての思い、それは事実

なわけですよ。その事実を議員としてどう受けとめるかだけの話であって、

統廃合の是非をそこに絡めるのは、私は違うと思っているんです。 

 もし、その議論の結果、保育園の適正配置や公共施設の再配置計画がこの

意に沿わなかったとしたら、僕はそこで、議員の責任として、意に沿って採

択なり不採択したけれども、こうこうこういう結果で、財政面を考慮してと

か、例えば老人福祉施設と統廃合したほうがよりよい施設になるからとか、

そういう議論をちゃんと返していくべきだと思うんですよ、市民の方に。そ
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れが責任だと思っています。 

◎委員（宮川 隆君） 状況変化に基づいて結論が変化するというのは一定

理解できるんですけれども、でもその１カ月の先に……。そうか、それすら

おかしいと言っているんですね。 

 要は、委員会もしくは議会の議決というものの重さを考えたときに、あく

までもこれは個人の意見です、考えたときに、今判断できる材料を私は持ち

合わせていないというふうに思っています。 

 変なたとえで悪いんですけれども、昭和30年代に岐阜の市議会が公共交通

の邪魔になるからといって路面電車を廃止しろという議決がされています。

それで、10年ほど前なんですけれども、今度は路面電車は岐阜市の文化だか

ら残せという議決を議会としてとろうとしました。しかし、その30年代の議

決が優先されて、結果、路面電車は廃止されました。だから、当局にとって

の議会の議決の重みというのがどのぐらいの重みがあるのか、もしくはどの

時点で情勢変化がされたから変更されるべきだということというのは、かな

り微妙で難しい話なのかなと僕は理解しているんですね。 

 であれば、今現在はやっぱり立ちどまってでも、全体を見るだけの余裕を、

間合いをとるほうが得策じゃないのかなというふうに個人的には思っている

ということなんですけど。 

◎委員（木村冬樹君） 大体、今、各委員がどんな思いでいるのかというの

は、それぞれ述べ合っていて、これを接点を見つけていくということになっ

てきていると思っているんですけど、一つ趣旨採択ということをやっぱりも

うちょっと捉え直すというか、きちんと捉える必要があるんじゃないかなと

いうふうに思っています。 

 いろいろ調べると、定義みたいなものまで載っているんですけど、請願に

ついて、願意は十分理解できるが、当分の間、実現することができない困難

な場合等だから、等だからいろいろあると思いますよ、に便宜的に趣旨には

賛成という意味で議決する決定方法のことだもんだから、今、皆さんの意見

を聞いていると、保護者の皆さんの言い分はよくわかりますと言っているん

だから、この思いだけで趣旨採択できるんじゃないかなと僕は思っています。 

 ただ、今、現実的に、皆さんいろいろ思いがあって、この短時間の間に意

見を変えるというのはなかなか難しいかなというふうな思いもあるもんだか

ら、強引に採決をとるというやり方をしたほうが得策なのかどうかというの

がわからないもんですから、その辺はもうちょっと意見を聞いて決めていき

たいと思いますけど、そういう今の状況です。 

◎委員長（鬼頭博和君） ほかの委員の皆さんは、御意見。 
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◎委員（関戸郁文君） 今、趣旨採択という御意見があったわけですが、こ

の請願趣旨の中に明確に統廃合される園に選ばれないことを望みますと、こ

う書かれているので、それを趣旨採択しようというのが、ちょっと今の状態

ではすごく難しいんじゃないかなということを思います。 

 それはなぜかというと、僕も別に西部保育園の維持・存続を否定している

わけでも全然なくて、当然、皆さんの意見を聞けば、存続していくほうがよ

いのかもしれません。ただ、だけど、いろんな事情があるでしょうと。40年

間たてば、いろんなことが起きていて、宮川委員がおっしゃるとおりだと思

うんですね。なので、ちょっと僕は、その趣旨というものよりも継続のほう

がいいんじゃないかなあ、もう少しみんなで勉強したほうがいいんじゃない

のかなあというふうに思っています。 

◎副委員長（鈴木麻住君） いろいろお話をさせていただいていて、お伺い

していて、西部保育園の質のよさ、環境のよさというのが前面に非常に出て

いて、それはよくわかります。ただ、当局の答弁にもあったように、公立保

育園は同じように一生懸命皆さんが保育の質を高めるためにやっていて、そ

れぞれ特徴があるということも理解できるということは、西部の場合は、特

別その周りに閑静な環境があって、畑もあってみたいな、そういうことが特

に環境として特徴があっていいんだろうなという。ただ、あのままのあの規

模でということではなくて、例えばあれを建てかえたときに、もっと大きく、

よその、例えば北部の保育園があそこへ統合して、あそこでもうちょっと大

きな保育園として、あそこがそんなにいいんだったら、あそこに建てましょ

うと、もうちょっと大きくしましょうと。 

 適正な規模というのが、小規模保育がじゃあ何人がいいのかというのも、

はっきり今はしていない。ということは、統合じゃなくて、あるいは統廃合

じゃなくて、そのままの現状じゃなくて、よそと統廃合、あそこに統廃合と

いう可能性もあるわけですよね。いろんな考え方が僕はあるんじゃないかな

と。 

 それを否定するのもちょっと変かなあと。要するに、ソフトも維持できま

す、あるいは環境も維持できます、ならいいんじゃないのという選択肢もあ

るのかなと。 

 だから、今、性急にこの請願を趣旨採択じゃなくて、もうちょっとどうい

う方向性が出てくるのか、継続という方向で、もうちょっと時間をかけて考

えたほうがいいのかなというのが僕の今の意見です。 

◎委員長（鬼頭博和君） 伊藤委員、どうでしょうか。 

◎委員（伊藤隆信君） いろいろお聞きしまして、趣旨採択とか、継続とか、
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いろいろ意見がございますけど、やはりこの問題は今後いろんな問題が出て

きますので、ここで採決したらどうですかという意見です。 

〔「意思はどういう御意思ですか。」と呼ぶ者あり〕 

〔「反対をとるんですか。」と呼ぶ者あり〕 

◎委員（伊藤隆信君） いや、賛成・反対という一つの意見を出したらどう

だと。 

◎副委員長（鈴木麻住君） 伊藤委員はどちらですか。 

◎委員（伊藤隆信君） そういう意見もあるよということですよ。 

◎委員（木村冬樹君） 先ほど関戸委員が言ったように、統廃合する園に選

ばれないことを望みますという言葉は、やはり僕も気になるところです。こ

れはやっぱり、ほかの園に通わせている保護者の方がこの請願を見たときに

どう感じるだろうということが、やっぱりちょっと気になるところがありま

す。 

 もちろん、こういう西部の保育園の保護者の方、ＯＢの方、地域の方が頑

張ってこういう請願を出してきて、これが趣旨採択なりされて、それがこの

住民運動として、私の園も、私の園もみたいなふうになっていけば、それは

また一つの住民運動として大事なことかなというふうに思うんですけど、そ

ういうふうばかりが期待できるということでもないところがあるもんだから、

少しその辺だけは、僕もちょっと心に気にしている部分があるということだ

けは表明しておきます。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に意見はございませんか。 

◎委員（宮川隆君） ちょっと休憩をもらえますか。 

◎委員長（鬼頭博和君） じゃあ、暫時休憩をいたします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） じゃあ、休憩を閉じ、再開いたします。 

 先ほど伊藤委員のほうから採決ということでありましたけれども、継続審

議という今大勢になってきております。 

 もう一度、ちょっと意見を聞きたいと思います。 

◎委員（伊藤隆信君） 先ほど採決と言いましたけど、継続でお願いいたし

ます。 

◎委員長（鬼頭博和君） わかりました。 

◎委員（木村冬樹君） 僕の、堀さんも多分そうだと思いますけど、気持ち

は変わらずに、僕はここで結論を出してほしいなという思いは絶対あるとこ

ろです。 

 しかしながら、今のこの議会の意見全体を見ますと、継続審査という方向
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が大勢になってきているということで、しっかり閉会中の継続審査項目に入

れていただいて、できる限り私たちもいろんなところの実情を見るだとか、

また出てくる執行機関側からの資料を見る中で判断していくというふうにす

るということで、継続審査に賛成させていただきます。 

◎委員長（鬼頭博和君） 今、御意見がそれぞれ出ました。 

 請願者の方からは、継続審査はやめてほしいという意見もありましたが、

まだやはり判断基準が出ていないということもあるし、今、懇話会のほうで

いろんな意見が出て、そちらのほうで意見が最終的に出ると思います。それ

を待ってからでも遅くはないと思いますので、そういった意味では、我々が

今ここで意見を表明してしまうと、やはり議会のこの意見というのはかなり

大きな意見という形で影響もありますので、今回はもう少し様子を見ながら

継続という形でしていきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 じゃあ、この請願を継続審査とすることに同意する委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 よって、請願第２号は継続審査とすることに決しました。 

 じゃあ、続いて請願第３号「公立保育園の適正配置・適正規模の方針案の

基準見直しに関する請願」を議題といたします。 

 それでは初めに、意見陳述のほうをお願いいたします。 

◎陳述人（甲山海緒君） よろしくお願いします。 

 岩倉市の公立保育園は、質の高い保育で近隣他市からも評価される優良公

共施設であるにもかかわらず、岩倉市公立保育園適正配置方針の考え方案で

は、少子化を踏まえ、少人数保育のよさを尊重しながらも、子どもの健全な

成長・育ちの観点から、集団保育を保障していくことを目的とした公立保育

園の統廃合を目指していると考えられます。 

 公立・私立を合わせて11の保育施設（小規模施設を除く。）の維持は困難

ということから、一定の地域バランスを考慮した施設配置を行うため、公立

保育園を統廃合していく方針とされていますが、児童福祉施設として法のも

と守られた公立保育園と幼稚園母体の教育・経営方針を持って経営されてい

る私立園とでは、保育の理念が異なり、幼保一元化が難しい現状では、公立

園の統廃合は無視できるものではありません。 

 残念ながら、認定こども園、幼稚園での適応困難から、公立園へ転園を余

儀なくされる親子の実例が複数あります。発達障害を抱える子、個性が強い

子、幼稚園への適応が困難な子を含め、保育園入園希望者の子は、その子に

合わせた柔軟な保育を受け、お友達との支え合いの中で生き生きと成長して
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います。また、岩倉市の誇る保育経験豊かな保育士や加配保育士とのやりと

りで、育児困難から救われる保護者もいます。縦割り保育では、兄弟グルー

プでの活動を通して思いやりやコミュニケーションを学ぶことができ、一人

っ子や支援が必要な子どもにとって、他園ではできない環境で成長していま

す。 

 文部科学省が示す小学校で通級による指導を受けている児童・生徒数の推

移を見ても、厚生労働省の女性の社会進出推移を見ても、児童福祉施設は今

後も継続して岩倉市に必要であると言えます。また、岩倉市子ども条例でも、

子どもの人権を守るため、児童福祉施設としての保育機関は守られるべきと

考えています。 

 公立保育園の適正配置・適正規模の方針案の基準見直しに関する請願でお

願いしました１．公立保育園（児童福祉施設）の維持・存続を求めます、２．

加配保育制度の維持・存続を求めます、３．公共施設縮小に当たって公立保

育園の統廃合・民営化を優先的に行わないことを求めますの３点は、児童福

祉の概念を持った幼保一元化など、ソフト面で岩倉市が十分に管理機能を果

たせていないと感じる保護者が多いため、請願項目としてお願いいたします。 

 公立保育園の統廃合という重大な基本方針策定にもかかわらず、委員では、

曖昧な理由で広く知らせないよう通達されたり、一部の市民・保護者にのみ

アンケートを行い、懇話会への参加も抽せんになっていたことに大変疑問を

感じます。また、現在行われている委員による懇話会についても、保護者４

名に参加していただいてはいますが、各園１名、統廃合について関心のある

保護者が集まっているとは考えられない状況です。また、副市長が積極的に

御発言されている様子で、私がホームページで議事録を読んでいてもトップ

ダウンで進んでいると感じる内容になっていて、保護者の意見を聞いていた

だけているという感覚を得られるものではありませんでした。 

 私も利用実態等に関するアンケートに答えましたが、そのアンケート結果

について、全て開示されてはいません。ホームページでは、アンケート結果

を、官民格差との表現で、私立園と公立園に格差があるような内容で記載さ

れていますが、本来、園を選ぶ上で重視されるはずの自分の子を安心して預

けられるかという部分ではなく、建物が新しいか、駐車場はあるかという点

のみで策定基準として示されていることに大変危機感を抱いています。また、

統廃合される公立保育園へ通う保護者のアンケート結果ではなく、幼稚園、

認定こども園に通う保護者のアンケート結果が重視されるなど、統廃合あり

きの策定基準にも疑問を感じます。アンケート結果は、岩倉市ホームページ

のトップページからはなかなか見つけられないところに掲載されているのみ



４０ 

で、情報を開示されると言えるのでしょうか。余りにも情報開示が足りない

と感じます。父母の多くが知らない状況で、計画だけが先行し、策定されて

よいのでしょうか。 

 私は、送迎ステーションができた世代で、利用者の声を聞いてもらえずつ

くられた施設に大変不安を感じました。統廃合についても、十分な意見を聞

いていただけていないと感じています。重大な計画の策定には、保護者の声

を十分に聞く必要があると考えています。 

 公立保育園の適正配置・適正規模の方針案の基準見直しに関する請願でお

願いしました４．公立保育園適正配置方針の策定の延期を求めます、５．岩

倉市公立保育園適正配置を進める上で広く意見を聞くことを求めますの２点、

財政難による公共施設の縮小に当たって、満足が高く必要とされている公立

保育園の統廃合を優先せず、十分に市民の意見を聞くことを望みます。 

 長くなりましたが、以上です。ありがとうございました。 

◎委員長（鬼頭博和君） ありがとうございました。 

 意見陳述が終わりました。 

 紹介議員の補足説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） じゃあ、紹介議員の説明を省略し、直ちに質疑に

入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） ちょっと常々気になっていたことを執行機関側にお

聞きしますが、公立保育園適正配置方針に係る懇話会の議事録を見ていて、

副市長が出席をされて、最初の冒頭の挨拶というところは、１回目のね、こ

れは責任ある市長や副市長がやるべきだなというふうに思っていますけど、

その後の質疑なんかも含めて、決定的な意見を述べているように少し感じる

ところですけど、副市長は、この懇話会には事務局として参加しているのか、

どういう立場で参加しているんでしょうか。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 事務局として参加しておりま

す。 

◎委員（木村冬樹君） 副市長じゃないと答弁できない内容ではないという

ふうにも見えるわけですけど、結構決定的なことを、先ほど堀委員が指摘さ

れた部分なんかは、なかなか言いづらい部分をぱっと言っているなというふ

うに思っているところですけど、あるいは公立保育園への国庫補助について

は、ずばっとあり得ないと思いますと答えたりね。 

 そういったところというのは、別にこの事務局、副市長に出てもらわなく
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ても、十分グループ長のところで答えられるんじゃないかなというふうに思

いますけど、これからもこういう形で副市長に中心的な答弁をさせていくと

いう、そういう流れで進められていくんでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） この懇話会については、最初から

ずうっと出席をいただいています。御承知のとおり、昨年度まで子育て支援

政策推進特命担当だということもあって、出席が可能な場合は出席していた

だくというふうな立場をとっています。ほかの、私どもとか課長、グループ

長が発言したときは、事務局というふうにしておりますけれども、やっぱり

副市長という立場もありますので、事務局としての出席ながらも、副市長と

いうふうに明示しているところであります。 

 確かにナンバー２が言う発言には重みもあろうかと思いますけど、公立に

補助金がつかないということについては、私どもが言っても同じことを言う

と思いますし、それの間違っているところは否定をしているというふうに思

いますので、今後も出席が可能であれば出席を求めていきたいというふうに

考えています。 

◎委員（木村冬樹君） 請願者の方たちがトップダウン的に議事録を読んで

も聞こえてしまうという部分というのは、僕も読んでいても、そういう何か

感じが受けちゃうんです、副市長が発言すると。 

 だから、やっぱりできる限り副市長はオブザーバーという形で、意見を広

く聞くという意味で参加してもらって、きちんとグループの中で答弁できる

ような形に今後するべきじゃないかなというふうに思いますが、いかがです

か。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 前回ぐらいは多分１回ぐらいだけ

の発言だったかと思いますけれども、確かにそこが出席していると正直なか

なかという部分はありますので、そこは御意見として申し伝えていきたいと

思いますし、私なり課長がというふうな場面をふやすように考えたいという

ふうに思います。 

 １つ申し述べれば、この間、先ほどの宮川委員の意見でも、何か当局は皆

さんの意見を聞いていないように言っておられるんですけど、この請願の趣

旨というのは十分当局側も伺っていますし、議会側だけではなくて、そうい

うふうに思っています。 

 これまで、保育園と幼稚園の基本方針のところでも、このときにも保育園

を民営化するという意見もありましたけど、それはせずに守ってきましたと

いうところは主張もさせていただきたいなというふうに思っています。 

 何遍も言いますけど、公立保育園の保育は、先ほどおっしゃっていただい



４２ 

たとおり、他市にも誇るものだというふうに思っていますので、御指摘のこ

とは少し副市長にも申し伝えたいと思います。 

◎委員（堀  巌君） 陳述人にちょっともう少し詳しく説明してほしいん

ですけれども、陳述の中で広く知らしめないようにするみたいなところがち

ょっとあったんですけど、それはどういうような状況なんでしょうか。 

◎陳述人（甲山海緒君） 私は、岩倉市公立保育園適正配置方針の懇話会の

公立保育園代表として出席させていただいています。 

 この会議、１回目の会議の後に、非公式の場で、このアンケートを配る前

に公立保育園が統廃合するかもしれないというお話を余りしないでください

というお話がありました。それは事実です。 

 理由としましては、他市で公立保育園の統廃合をしようとしたときに、事

前にうわさが広まって、アンケートが正確なものでなくなるおそれがあるか

らというお話ではありました。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） ひょっとしたら

それが私なのか部長なのかは定かではないんですけれども、意味としまして

は、いわゆるよくコンサルとも話をしているときに、いわゆるバイアスとい

うか、誘導というか、意思疎通をする前に、例えば設問の内容とかであって、

みんなで一斉にこういう答えをしようとかというふうになると、正式なデー

タがとれなくなるおそれがあるので、趣旨の内容は全てアンケートの頭には

書かせていただくので、一応アンケートの内容は、委員会の中で設問の内容

についても全て御意見を伺いながら修正してきたところではありますが、第

１回目のところでは、いわゆるやはりアンケートの結果が出る前に、一定こ

ういう方向でみんなで答えをそろえようというようなことがあると、正式な

アンケートにならないかなという思いがありまして、そういうような発言と

いうことでいくと、そういう趣旨での言い方があったかもというところでお

願いをしたいと思います。 

◎副委員長（鈴木麻住君） ちょっと陳述人にお聞きしますけど、４番の公

立保育園の適正配置方針の策定の延期を求めますという項目は、これは延期

ですよね。どのぐらいまで延期を考えられているのか。 

 もう既にほとんどでき上がっている状態だと思うんですけど、あとはそれ

をまとめて、またその懇話会で発表というか案内して、協議していただくと

いうところまで来ていると思うんですけど、どのぐらいまでの延期を考えら

れているんですか。 

◎陳述人（甲山海緒君） 具体的にいつまで延期してほしいという期間的な

問題ではなくて、先ほどの第１号のときかな、懇話会、懇談会でしたっけ、
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６月上旬に行われた、ママたちが集まって市役所のほうでやったワークショ

ップがあったんですけど、そちらが意見を聞く場として開催されたという内

容もありましたが、その懇談会に参加したママたちも、あれでまさか意見を

聞いたということにはならないよねという不安を抱えている方が何人かやっ

ぱりいらっしゃって、この策定自体がやっぱりちょっと、今現役で保育園に

通っていたり、卒園したばかりのお母さんたちの意見が余り取り入れられて

いないということをすごく不安に感じています。なので、もう少し市民の意

見を聞いて、反映していただくことができないのかなというための延期です。 

◎副委員長（鈴木麻住君） ということは、５番にある広く意見を聞くこと

を求めますということと連動しているという考え方ということですね。それ

を踏まえて策定をしなきゃだめですよという。 

 執行部にちょっとお聞きしますけれども、そういうまだ意見が不十分じゃ

ないかと、皆さんの意見を聞くのに。その状態で策定するのはまだ早いんじ

ゃないという御意見ですけど、その辺に関してはどういうふうにお考えでし

ょうか。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 今回、公共施設再配置計画の

中から保育園の部分については取り出して、公立保育園の適正配置方針を考

えていこうということに当たって、やはり当然その関係する皆様の御意見を

広く聞きたいという思いは、私どもも持って進めてまいったつもりでありま

す。 

 その中で、やはり懇話会の委員の方々にも、有識者の方や私立の施設の代

表、そして保護者の皆様におかれましては、保育園の父母の会連絡会のほう

にお願いして、委員を出していただいたというところがあります。また、委

員の方以外の保護者の方の話を聞くというところで、先ほどお話がありまし

たとおり、保護者の皆様を集めた懇談会をさせていただいたというところが

あって、私どものほうでは、そこの皆様の意見を広く聞くというところ、意

を尽くしたところが、今のところであるということでお願いいたします。 

◎委員（関戸郁文君） 先ほど請願趣旨の御説明の中で、公立保育園と私立

保育園のお話がありまして、その中で、多分こういう意味だと思ったんです

けど、公立保育園は岩倉市の管理が十分で、私立保育園は岩倉市の管理が不

十分ではないかというふうにちょっと聞き取ったんですけど、それはそうい

うイメージのことをおっしゃられているということでよろしいですかね。 

 特に、建前上の話ですけど、建前上、保育園という名称がつけば、公立で

あろうが、私立であろうが、同じサービスを提供しなきゃいけないというの

が多分建前だと思うんですが、具体的にこういうところが私立保育園は、は
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っきり言っちゃうと、管理が不十分じゃないかというようなところがもしあ

れば、なければいいですけど、もしあれば教えていただきたいんですけど。 

◎陳述人（甲山海緒君） 私の例なんですけれども、息子がちょっと手のか

かる息子で、ゼロ・１・２歳児のときに認定こども園のほうに仕事の都合で

入らせていただいたんですけれども、ほかの子どもにけがをさせる可能性が

あるということで、別室での保育を受けたり、あと私も呼び出されて母親像

に関する御指摘など受けまして、本当に私はだめな母親なんだなという思い

もあったんですが、市の職員の方が何度か息子のほうを見に行っていただい

て、この子はちょっと公立保育園のほうが伸び伸び生活できるからという勧

めで、３歳から公立、西部保育園のほうに転園した経緯があります。 

 西部保育園でも加配のほうをお願いしたんですけれども、温かで、本人の

意思をとにかく尊重してくれる保育の中で、言葉もなかなか出なかったんで

すけど、本当に今はおしゃべりがとても得意で、勉強も好きでという、やっ

ぱり成長幅がすごく大きかったというところで、やっぱり公立園はとても息

子に対して手厚く保育をしてくれたんだなというふうに実感として感じてい

ます。 

◎委員（関戸郁文君） 今の課題のことで、ちょっと行政にお尋ねしたいん

ですけれども、具体的に今そういうようなお話があったんですが、私立保育

園に対する何かガイドとかそういうものは特に存在していないのか、あるい

はどんなような感じで管理されているのかというのを少し教えていただけれ

ばと思います。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） まず、障害児保

育、いわゆる加配というものは３歳児からということで、これは公立もそう

なもんですから、３歳未満のときには、もともと公立のほうでも特別なのは

ついてはいないということはまず最初に申し上げておきまして、ただ、そう

は言いながら、私立のほうのそのようなちょっと特別に配慮が必要なお子様

というお話であれば、公立のほうでも毎月園長会があったりとか、担当でも

保育士会があり、認定こども園の先生方にも集まっていただきながら、情報

の共有であるとか、また岩倉には発達支援施設のあゆみの家もございますし、

そちらのほうでいわゆるケース検討というところで、そういう療育が必要な

お子様をそれぞれ各園の人たちから聞いて、午前中に実際に保育を見ながら、

このケースのときにはこういうやり方がというのは、個々にまたそれぞれ話

し合って勉強するというような場というのも、県の発達支援センターである

とかコロニーの方をお招きして、御指導いただきながら勉強会というのもや

っていると。 
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 あと、もともとのその保育に関しましては、指導要領、保育指針というの

がございますので、それに基づいてはやっていただいておるというところで

はございます。 

 親御様へのそこの園でのちょっと御発言の内容と趣旨は、細かいところは

ちょっとわかりませんが、実際にお子様の状況というのは真摯に伝える必要

があったので伝えていただいたのではないかなというところまでしか、ちょ

っと細かいことは申し上げられませんので、済みません、よろしくお願いを

いたします。 

◎委員（木村冬樹君） ということで、保育の実践だとか理念的なところで、

やっぱり幼稚園をこれまで運営してきた社会福祉法人の人たちが、新しく認

定こども園をつくったり、私立保育園をつくったりというところで、そうい

うところと、今までの長い伝統の中でつくり上げられてきた公立保育園の伝

統というところで、少し違いがあるんではないかというふうに保護者の方が

感じていらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけど、そういう

ところについて、認定こども園や民間保育園について、何か保育の理念や実

践の中での働きかけというのが、なかなか難しいとは思いますけど、どうい

う形でされているのかというところが聞きたかったんじゃないかなというふ

うに思うんですけど、ちょっともう少し答えてください。 

◎子育て支援課指導保育士兼子育て支援センター長（主幹級）（社本真夕美

君） お願いします。 

 認定こども園さんの園長先生たちを交えながら、園長会を毎月行っていま

す。その中で、認定こども園の園長先生たちが、どういうふうに、実際にや

っていてわからないことなどを質問され、公立ではこういうふうにしていま

すよ、そうですか、いいことを聞きましたといって参考にされて、持ち帰っ

てやってみえたりとか、それから年に５回カリキュラム打ち合わせというの

をやっていまして、それは学年ごとに年齢別の担当が集まってやるものです。

そこの中では、認定こども園の例えば１歳児の担任をやってみえる方が、１

歳児のカリキュラム打ち合わせに参加して、具体的な保育の実践を学んでみ

えます。 

 また、公立と認定こども園さんと、そのカリキュラム打ち合わせの中で、

公開保育、聞くだけではわからないので、実際にそこへ行って、そこの保育

を見ようということで、見ながら今後につなげていくというふうでやってお

ります。 

◎委員（木村冬樹君） これ以上お聞きしませんけど、今、意見陳述された

方は、やっぱりその公立保育園に救われたという思いがすごいあるというよ
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うな受けとめを私はしました。 

 ですから、例えば保護者に対する対応、言葉がけだとかも含めて、認定こ

ども園の方たちと公立保育園が同じような水準であるというか、そういうこ

とがやっぱりこれから、これは長い歴史が多分必要だと思います。ですけど、

そういうのを心がけていってほしいなというふうに要望しておきたいと思い

ます。 

◎委員（関戸郁文君） 今の木村委員の意見は、本当にそのとおりだと思い

ます。 

 私は、結局、公立と私立の差があることが余り好ましくないなというふう

に思います。歴史的な背景とかいろんなことがあるので、一概には言えませ

んが、岩倉に住んでいるお子様が、公立はすごく何かいい保育が受けられて、

私立はすごいだめな保育を受けるというような扱いになるのがすごく嫌で、

そういうふうにならないように、みんないい保育が受けられるというような

形にしてもらいたいな、これは意見ですけれども、してもらいたいな、行政

の方も頑張っていただきたいなあというふうに思っているところでございま

す。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

 いいですかね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） じゃあ、ないようですので、議員間討議に入りま

す。

 発言をする委員は挙手をお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 請願第２号と同じような趣旨を含んでいるものです。

時期的なものが出たら結論が出てきてしまうものもあるわけですけど、第２

号を継続審査にしたということであれば、第３号も継続審査にしないと整合

性がとれないと思いますので、そういう対応でお願いします。 

◎委員（堀  巌君） その理屈もわかりますけど、１から５まであります。

委員各位が、例えばどの部分が賛同できないか、できるかという意思表明は

やっぱりすべきだと思います。 

 私は、４番の延期を求めますというのも、至極当然。その意見を広く聞く

ことであれば、結果としておくれてくるのは当然だし、そういったことを含

めての請願事項でもあると思うので、１から５まで、特にこれには反対すべ

き事項はないというふうに考えておりますが、ほかの委員さんはどうでしょ

うか。

◎副委員長（鈴木麻住君） 私の意見は、１番、４番、この１番は、先ほど
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の西部と同じ内容だと思います。３番もそうですね、統廃合・民営化を優先

的に行わないと、これも同じ内容かなと。４番に関しては、もう今、既に策

定業務に入っていて、多分数週間とか、この６月末には案が出てくるという。

それを見て参考にしたいなということもありますので、これは延期してほし

くないなと、私としては。５番については、やっぱりそのとおりだろうなと

は思います。 

 だから、２番、５番は賛成できるんですけど、１番、３番、４番について

は、１番、３番は西部と同じで、４番はちょっと反対という意見です。 

◎委員（関戸郁文君） 大体、今の鈴木委員と同じ意見なんですけど、２番

の加配保育制度の維持・存続というのを求めますというところが、７園全部

を維持・存続というふうに読み取れるのであれば、ちょっと今議論している

統廃合の話と整合性がとれなくなるので、やはり５番だけがいいのかなとい

うふうに私自身は思っています。 

〔「７つの保育園の維持・存続ではない、加配制度。」と呼ぶ者あり〕 

◎副委員長（鈴木麻住君） 加配制度だもんね。制度自体を存続だから、い

いんじゃないの。 

◎委員（関戸郁文君） これはそうだったんだけど、だから７つの保育園で

加配を全て維持・存続というふうに読み取れたので、僕は。それだったらと

いうことです。 

〔「必要があれば、７つの保育園に。必要があればですよ、制度の。」と呼

ぶ者あり〕 

◎委員（関戸郁文君） もちろん。必要があれば。 

◎委員（伊藤隆信君） １番は反対いたします。そして、３番も反対、そし

て４番も反対と、それだけです。 

◎委員長（鬼頭博和君） ２番と５番については。

◎委員（伊藤隆信君） 別にいいと思いますよ。 

◎委員長（鬼頭博和君） オーケーということですね。

◎委員（宮川 隆君） あえて言うならば、４番ですね。 

 先ほどの陳述人のお話では、期限を区切らないでというような発言があっ

たので、そのことに関しては一定、要はその御父兄や関係者の意見を聴取す

る必要性は十分にあると思うんですけれども、それをもって期限がない状態

での延期というのは、ちょっと無理があるのかなとは思っております。考え

方としては、別に反対はしませんけれども。 

◎委員（木村冬樹君） 今のことでまとめちゃうと、ちょっとまた一部採択

みたいなことが頭に浮かんじゃうもんだから、だけど、かといって１、３を
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さっき継続審査にしたのに、これを入れずに採択するなんてことはやっぱり

難しいと思うから、現実的な議会の対応として、継続審査にするということ

のほうが僕はいいと思います。 

〔「同感です」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 意見のほうも出尽くしたようですので、それぞれ

賛否あります。また継続審査という形で、もう少し経過を見守りながら、こ

の策定の延期というのも入っているんですが、こういったものも見守りなが

ら、もう少し継続して審議をしていったほうがいいということでまとまった

と思います。 

 それでは、請願第３号について、継続審査ということで提案がありました。

継続審査にすることに同意する委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 よって、請願第３号は継続審査とすることに決しました。 

◎委員（宮川 隆君） 請願審査とは直接関係なかったので、この場で意見

を述べさせていただきたいと思いますけれども、先ほど長谷川部長のほうか

ら、やっていないという意見、要は市が意見聴取をやっていないかのような

発言を私がしたというように聞き取れたんですけれども、私が以前、早稲田

大学の北川教授から御指導を受けたときに、相手が理解できないのは説明し

ているこちら側の責任だというふうに御指摘を受けました。そういう部分で

いえば、私の言語能力の足りなさを深く反省するところでありますけれども、

一般的に行政が、当然よしと思っているとは思うんですけれども、結論あり

きで進めているというような印象を市民・住民の方が持っているということ

は、僕は事実だと思います。 

 その上で、やっていないという発言ではなくて、そういう皆さんの御意見

を聴取する機会を保障していただけますかという問いで聞いたつもりだった

ので、それを誤解を招いていたのであれば、おわびしたいと思います。そう

いう趣旨で言ったつもりはございません。以上です。 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、請願についての審査は以上で終了した

いと思います。 

 請願者の方々、ありがとうございました。お疲れさまでした。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

 続きまして、議案第43号「岩倉市税条例等の一部改正について」を議題と



４９ 

いたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 今回の市税条例等の一部改正について、大きく４点

あるということで説明資料をいただいております。 

 それで、１点目のところは本会議でかなりお聞きしましたので結構なんで

すけど、２点目のこの部分、具体的なこの例としてどういうものがあるのか

なというふうにどうしても思ってしまって、先端設備等の導入の促進に関す

る基本的な計画というのを市が主体的に作成するということになっているわ

けで、これは、そういう事例が上がってきたら計画が策定されて、それが認

められるかどうかというふうになっていくのかなという、そういうふうな流

れなのかなというふうに思うんですけど、具体的にどういうものが想定され

ていて、受ける場合には、どういう手順を踏まなければならないのか、こう

いった点についてお聞かせください。 

◎税務課統括主査（小野 誠君） 固定資産税の特例措置に関するものなん

ですけれども、こちらの市の計画というものは、商工農政課のほうで作成す

るものでありまして、今もう既に準備を進めているという状況になります。 

 その市の計画に適合した償却資産になるんですけれども、その償却資産が

この特例措置の対象になってきまして、具体的な機械装置だとか測定工具、

検査工具等の償却資産を購入した際に、固定資産税の特例を受けられるとい

うものになります。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 その具体的な対象となる償却資産、今、機械装置だとか言われましたけど、

もう少しどういったものなのか。例えばそこの中小企業が使っている自動車

みたいなもの、例えばこれが電気自動車だったら、それも対象になるのか、

こういったようなことも含めて、少し具体的に教えていただけませんか。 

◎税務課長（古田佳代子君） 具体例というのが今手元にないんですけれど

も、労働生産性を上げることが目的になりますので、その生産性を向上させ

るような先端設備ということになります。 

◎委員（木村冬樹君） じゃあ、よっぽどのことがない限りは、なかなか。 

◎税務課長（古田佳代子君） ただ、機械の旧モデルと比較して生産性が上

がればいいということなので。 

◎委員（木村冬樹君） そういうことであれば、例えば償却資産としては自



５０ 

動車なんかもあるわけでしょう。こういうのは、買いかえをした場合とか、

そういうのは対象にならないんだったらならないでいいけど、そういうケー

スだったら、やっぱり岩倉市内でも想定されちゃうもんね。どうなんでしょ

うか。 

◎税務課長（古田佳代子君） 恐らく自動車だと、直接生産だとかにかかわ

ってこないのじゃないかと思われますので。 

◎副委員長（鈴木麻住君）  私も同じ質問ですけど、その中で労働生産性

３％の向上をさせる等の要件を満たすと書いてあるんですね。これをどうや

って判断するのかなというのがちょっとよくわからなくて、等というのも、

ほかに何を含むのかなという、その要件として。 

◎税務課統括主査（小野 誠君） 労働生産性を年３％以上というのは、例

えば車でいいますと、ハイブリッドの車がそもそもそういう生産性を向上さ

せるものという扱いになっていますので、そういう機械を購入した場合とい

う形になります。 

 ３％性能が上がるというものが認められた機械装置を買うということにな

るので、それで生産性が上がるというふうになります。 

◎副委員長（鈴木麻住君） 工場のラインだとか中というのは、非常にその

生産性なんていうのは難しくて、当然生産性を上げるために機械設備投資し

て、機械を導入して、ラインを組むということなんですけれども、それを具

体的に数字として、例えばこの機械、性能、ＮＣ旋盤が前の使っている機械

よりかどんだけ性能が上がったかというのは、なかなか証明しづらい部分が

あって、それを出されて、判断を誰がするのかなというのが、そこをちょっ

と聞きたいんですけど。 

◎税務課長（古田佳代子君） まず先端設備等の種類というもので、生産性

向上に資するという指標が、旧モデル比で年１％以上向上するということを

確認する工業会の証明書とかが出るということで、まずそれを添付するとい

う必要があります。 

 あと、先端設備導入計画には、その設備を導入することによって労働生産

性が年平均３％以上向上するという計画をつくっていただいて、それを見て

確認をするという形になります。 

◎委員（堀  巌君） 計画をつくると思っていたんですけれども、結果と

して３％にならなかった場合は対象にならないということでいいですか。 

◎委員長（鬼頭博和君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 休憩を閉じ、再開いたします。 
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◎税務課統括主査（小野 誠君） 労働生産性の要件が、計画終了時に満た

すような場合であっても、即座にその計画が、取り扱いがだめというわけで

はないです。 

◎委員（堀  巌君） わかりました。 

 さっきのハイブリッド車がその要件に該当するものになるのかならないの

かと、ちょっと答弁が課長とグループ長でちょっと食い違っていたので、そ

こら辺を整理していただきたいと思います。 

◎税務課統括主査（小野 誠君） 例えばで車を例えただけであって、車は

対象外です。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

◎副委員長（鈴木麻住君） ４番目のたばこ税の関係ですけど、加熱式たば

こが今回取り上げられていまして、５年かけて５分の１ずつ段階的に行うと。 

 今まで加熱式たばこって課税されていたのか、されていなかったのか。そ

れと、製造たばこの種類の中で細かく決められて、そこの中に加熱式たばこ

というのが新たに含まれたということなんですかね。 

◎税務課長（古田佳代子君） これまでなんですけれども、加熱式たばこと

いうのはパイプたばこの区分に分類をされておりまして、そこから換算をし

て、課税はされておりました。 

 ただ、課税の仕方で、普通の紙巻きたばこに比べて税の負担が軽いという

ことで、今回、加熱式たばこの区分を設けて、それにふさわしい課税の方式

をとるようになるということです。 

◎副委員長（鈴木麻住君） 一般の製造たばこは、３年間で１円ずつ上げて

いくという計画ですよね。 

 加熱式たばこは、５年間で幾ら上げるんですかね。 

◎税務課長（古田佳代子君） 何円というふうにちょっと今計算はできない

んですけれども、５段階で上げますということです。 

◎副委員長（鈴木麻住君） ３円を５段階にということですか。 

◎税務課長（古田佳代子君） ３円を５段階ではなくて、その換算方法を、

今は加熱式たばこの中のたばこの葉っぱの部分に課税をしているんですけれ

ども、それを今後は、そのたばこの葉っぱだとか、直接温める溶液というん

ですかね、その部分も課税対象になってきて、その重さと、あと値段で計算

をする方法に変えていくんですけれども、それを５段階で変えるということ

になります。済みません、わかりにくくて。 

〔発言する者あり〕 

◎税務課長（古田佳代子君） はい、金額ですね。 
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◎市民部長（中村定秋君） 現在、紙巻きたばこで、標準的な440円の販売

価格のものですと、そのうち244.88円が税なんですね。それが今度、３年間

で60円上がっていくということです。１箱当たりです。１本１円です。 

 それが、ＩＱＯＳという最近一番普及しているやつですけれども、それが

今、税額が192円ぐらいなんですけれども、これが270円程度に上がるという

ことですので、80円弱上がるということです。 

 あと、似たようなやつでｇｌｏというのがありますけれども、これが120

円弱のものが210円ほどになりますので、90円ほど上がると。120円が210円

程度。 

 一番税額が低いのが、ＰｌｏｏｍＴＥＣＨというＪＴが出しているやつで

すけれども、こちらが今34.28円。中に、たばこのカプセルに含まれている

たばこ葉の量がすごい少ないもんですから、税率が少ないんですけれども、

それが34.28円が、これが210円程度に上がるということですので、180円弱

の税額のアップということになります。 

◎副委員長（鈴木麻住君） ５段階、５年間でアップ。 

◎市民部長（中村定秋君） そういうことですね。 

◎副委員長（鈴木麻住君） ついでにもう一つ教えてください。 

 かみ用たばこと嗅ぎ用たばことあるんですけど、嗅ぎ用たばこって僕知ら

ないんですけど、どういったものですか。 

◎税務課長（古田佳代子君） 実物は私も見たことないんですけれども、か

み用は歯でかむんですね。嗅ぎ用は嗅ぐんです。 

◎委員（木村冬樹君） このたばこ税の関係ですが、影響というのはなかな

か難しいというふうには思っていますけど、例えば今その加熱式たばことい

うのがどのぐらい普及されているのかというのは、何か数値的なものってわ

かりますか。なければないで結構ですけど。 

◎税務課統括主査（小野 誠君） 具体的な数値は把握しておりません。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） じゃあ、ないようですので、質疑を終結いたしま

す。

 委員間討議はどういたしましょうか。 

 省略でいいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、次に議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第43号「岩倉市税条例等の一部改正について」、賛成の委員の挙手を

求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第43号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第44号「岩倉市都市計画税条例の一部改正について」を

議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 本会議の質疑の中で、第１条による一部改正の部分

について、岩倉市では対象を見込んでいないということでありましたが、こ

れを読みますと、例えば行政区なんかがそういう法人格を持って、土地を所

有しながら何かやる場合について、対象となるような感じがいたしますが、

これって具体的にどういうものが認められていっているのかという、全国的

な状況というのがもしわかりましたら、教えていただきたいと思います。 

◎税務課統括主査（小野 誠君） 全国の事例は特に、ちょっと探したんで

すけど、見つからない状況でして、空き家というか、あいた土地を、点在し

ている空き地をうまく活用していくというような形のものになっております。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論がないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第44号「岩倉市都市計画税条例の一部改正について」、賛成の委員の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第44号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと
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決しました。 

 続きまして、議案第45号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正につい

て」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） じゃあ、資料のほうをお願いいたします。 

◎市民部長（中村定秋君） 先ほどお席のほうに配付させていただきました

が、本会議の中で賦課限度額の影響と軽減の影響を受ける世帯の所得の状況

ということで、少し追加の資料ということで配付させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。以上です。 

◎委員長（鬼頭博和君） じゃあ、質疑に入ります。 

◎委員（木村冬樹君） 資料提供ありがとうございました。非常にわかりや

すい形で提供いただきました。ありがとうございます。 

 それで、賦課限度額の引き上げの関係につきましては、この表のとおり、

収入で1,000万円以上、所得では800万円ぐらい上の世帯になるということで

あります。 

 賦課限度額の設定については、もう繰り返し言っていますけど、高額所得

世帯の国保税額を頭打ちするものということで、私の考えとしては、この賦

課限度額はやっぱりもっと引き上げていって、所得に応じた社会保障の負担

を分担していただきたいというふうに思うわけです。そして、低所得者につ

いてはやはり配慮が必要だというふうに思っているところですが、この賦課

限度額の引き上げについては、今後のところで国の動向が、何か動きがある

のかどうか。ここ何回かあったというふうに思うんですけど、今後のところ

の動きはどうなんでしょうか、お聞かせください。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 国には、賦課限度額の引き上げにつ

きましては、高所得により多く負担してもらうということで、中間所得層に

配慮した保険税を算定可能にするというものでございます。 

 国については、被保険者の基準である限度額を超過する世帯の割合を

1.5％に近づけていくという方針がございます。それに基づいて今後も改正

を行っていくものであると考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 国が言っているこの1.5％に近づけていくというこ

とですけど、この1.5％というのは何か根拠がある数字なのかどうか、この

点についてもお聞かせください。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） この1.5％については、負担の公平性とい

うことで、会社の保険に入っている方の基準として1.5％程度というのがあ
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るので、国保に入っている方についても、所得のある方には社会保険と同様

に負担はしていただきたいという考え方で、1.5％という基準を持っている

ということでございます。 

◎委員（木村冬樹君） わかりました。 

 被用者保険のほうが、そういう限度額的なところがあって、そこが1.5％

程度ですから、それに近づけていくということだというふうに理解します。 

 もう一点ですけど、低所得者に対する軽減措置の対象拡大も、これもこの

間、５割軽減、２割軽減という形で、少しずつ拡大されてきているというふ

うに思いますが、これも何か動きが今後のところでまだずうっと続いていく

という形になっていくのか。これは低所得者にとっては非常に重要な制度だ

というふうに思っていますので、今後の動きについてお聞かせいただきたい

と思います。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 国からは具体的な数値目標のほうは

示されておりませんが、これまでの経済動向等を踏まえ、軽減拡大のほうが

これまでされてきたというところもございまして、今後につきましては、こ

れまでと同様、必要に応じて見直しが行われるものと考えております。 

◎委員（堀  巌君） 本会議でお聞きしたこととちょっと関連して、第30

条の２の改正関係なんですけれども、これは29年７月18日に運用がもう開始

されていたということなんですが、この時期に合わせて改正するという理由

は何でしょうか。例えばもっと早くやらなかったのは、何か理由があったん

でしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 今回改正をさせていただきます非自発の方

の受給者証の提示の関係でございますが、７月18日から運用開始はされてお

りましたが、ハローワークにおいて副本登録をするわけですが、そのところ

においてタイムラグが生じていたり、また副本登録をして情報連携に反映す

るまでのタイムラグが生じていたこと、またこのデータの標準の様式がある

んですが、そこについても少し課題がありまして、そこも影響して、情報連

携に少し時間を要するというか、うまく連携ができていないという、そのよ

うなところがあった状況はございます。 

 今回の改正につきましては、国のほうから条例改正の準則が示されたとい

うところがございまして、改正をさせていただくものでございます。 

 先ほど申しました標準様式のレイアウトの関係で、情報連携に少し課題が

あった部分については、30年７月から、そこはシステム改修がされて、情報

連携が速やかに行われるようになると、そのような状況にもなっております。 

◎委員（堀  巌君） ということは、岩倉市のシステム等の理由でという
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ことなんでしょうか。他市町の動向は、同じ時期にこういった改正がされて

いるんでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 他市町の状況につきましては、この条例改

正のタイミングは、今回の国の準則が示されたタイミングでの改正がなされ

ているというところが多いという状況でございます。 

◎委員（木村冬樹君） 僕も、じゃあ特例対象被保険者等の関係の国民健康

保険税の軽減の申請のことについてお聞かせいただきたいと思います。 

 この個人番号の情報連携につきましては、議案第42号のところでも議論に

なったところでありますが、今回のこの部分につきましては、雇用保険受給

資格者証についての情報連携ということで、例えば所得の関係がここに入っ

てくるだとか、そういうようなことではないという理解でよろしいでしょう

か。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） このたびは、失業の理由、離職の理

由を確認するものでございます。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） じゃあ、質疑はないようですので、討論に入りま

す。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第45号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」、賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第45号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第46号「岩倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） じゃあ、休憩を閉じ、再開いたします。 

 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 
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 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 今回の条例の一部改正について、放課後児童支援員

について、この資格をどういうふうにしていくのかということでの改正だと

いうふうに思います。幾つかの改正があるところであります。 

 それで、本会議でも少し議論になりました国家戦略特別区域の限定保育士

の問題でありますけど、ちょっと本会議の答弁を全部聞き取れなかったとい

うことも含めまして、この愛知県というか、この地域として、この国家戦略

特別区域限定保育士というものが養成されているのかどうかという点につい

て、答弁の中では、愛知県は既にもう２回保育士の試験を行っているという

ようなこともお聞きしたわけですけど、国家戦略特区に関するやり方でやっ

ているのかどうかという点について、もう少し説明をお願いしたいと思いま

す。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 私が話しましたので、私が。 

 愛知県では、国家戦略局の地域限定保育士はいません。養成していません。 

 私が２回と言ったのは、一般の保育士試験を、戦略特区ではない試験を実

施していますという、愛知県ではということで申し述べました。 

◎委員（堀  巌君） ということは、それぞれこの国家戦略特別区域に基

づく地域、東京圏とかね、インターネットで見ると、そういう区域でもって

区域計画というのがあります。 

 愛知県の国家戦略特別区域区域計画の中には、この地域限定保育士という

ことが今はちょっと確認できないんですが、そのことと、今、部長が答弁し

たことと同じ、予定されていないということでの意味でよろしいんでしょう

か。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 地域戦略特区の

中では、それぞれ規制改革メニューがございまして、その後に個別に認定の

事業を受けるという流れがございます。 

 愛知県につきましては、メニューが15個、事業は22個というのが現在進ん

でおります。その中には、保育士資格に係る児童福祉法等の特例というとこ

ろは今入ってございませんので、特区ではあるんですけれども、その保育士

に関する事業認定は、今、全国で10の区域でやっている中の４つの区域で、

保育士のメニューを事業認定を受けてやっているところはございますが、今

のところ愛知県は、まだそれはやっていないという状況でございます。 

◎委員（堀  巌君） 神奈川県の例をちょっと調べてみると、神奈川県は、

神奈川県自体が区域計画の中に地域限定保育士という項目が認定されていて、

その中で幾つかの、全部の自治体ではないけれども、自治体が条例を制定し
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て地域限定保育士の条項を入れているんですね。 

 愛知県の現状というのを見ても、なかなか先進的に条例改正して地域限定

保育士を入れているところがないんですけれども、その愛知県下の状況をち

ょっと教えてください。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 愛知県内38市の中で、こちら

の地域限定保育士そのものを条例に上げているところはありません。ただし、

条例の定め方として、基準をこの省令に定めるところによるとしているとこ

ろが４市あります。 

◎委員（木村冬樹君） じゃあ、ちょっと別のところに行きます。 

 学校教育法の規定による大学というところで、今回、専門職大学というも

のが、平成31年、来年度から始まるということで、これの前期課程を修了し

た者も含むということであります。 

 それで、ちょっといろいろ調べますと、専門職大学というものが、いわゆ

る専門学校を運営する団体が手上げで申請をして、幾つか手が挙がってきて

いるというところだと、今はそういう状況だというふうに思います。それで、

準備がされているというところだと思いますけど、岩倉市に影響があるよう

なところというのは、県内でどうなのか、どういった状況なのか、こういう

専門職大学というのが設置予定されているのかどうか。また、例えばいわゆ

る社会福祉学等の、要するにそういう資格を取るということでありますが、

そのカリキュラムなどもほぼ大学と同じような形で設定されているという確

認でいいのかどうか、この点についてお聞かせください。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） カリキュラムなど、従来の大

学とどのように違うかという御質問だと思います。 

 まず、その点につきましては、こちらの専門職大学というものは、実践的

な職業教育を行うということで、従来の大学とは違い、専門教育と教養教育

や学術研究をあわせて行うのではなく、特定職種における業務遂行力の育成、

企業での実習であるとか職業分野に関する教育等を通じて、実践力、それか

ら創造性という部分を養う教育に重点を置くということにされております。 

 愛知県内の状況ですけれども、学校法人日本教育財団が平成31年４月に名

古屋市内で医療福祉専門職大学と国際工科専門職大学、それから国際ファッ

ション専門職大学を開学予定であるということです。 

◎委員（関戸郁文君） 今、堀委員が先ほど質問した内容に対する答えがち

ょっとよく理解できなかったので、再度確認させていただきたいんですけど、

岩倉市の条例の僕の解釈ですよ、岩倉市の条例はその条例の中に書き込んで

あるが、その参照と言われたか、引用と言われたか、ちょっと聞こえなかっ
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たんですけど、何市かは何かを引用されているというのが、何がどう違うの

かがちょっとよくわからなかったので、もう一度ちょっと詳しく教えていた

だけませんか。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 愛知県内で４市、名古屋市、

半田市、刈谷市、東海市の４市になりますが、そちらのほう、具体的に条文

の定め方としては、この基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準、こちらは厚生労働省令なんですけれども、この厚生労働省令に

定める基準とするというふうに条例の中でうたわれているということです。 

 ですので、今回の改正案のように、その省令の条文をそのまま市の条例の

中に記述するのではなく、放課後児童健全育成事業の設置の基準については

厚生労働省令に定める基準とするという書き方がされているのが４市あると

いうことです。 

◎委員（関戸郁文君） くどくて申しわけないんですけど、内容は一緒だと

いうことを言ってみえますか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 元条例がないので、改正条文しか

ないのでわかりにくいんですけれども、この岩倉市の今回改正しようとする

条例ですと、第１条から第21条までございますうちの第10条の一部を改正し

ようとしておりますが、端的に、よその市の条例を言っていいのかわかりま

せんが、東海市の条例を見ると、趣旨については、私どもの第１条、この条

例は放課後児童健全育成の設備及び運営に関する基準を定めるものとすると

いうふうにございます。そこは一緒ですけど、これ以下は、私どもですと、

その基準の向上だとか、原則ですとか、それこそ今改正しようとしている職

員のことも定めているんですけど、これについては、先ほど言いました厚生

労働省令第63号、平成26年の基準がほぼ同じものなんですけど、東海市でい

くと、第２条のところで、放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準は

この基準をもってその基準とすると、２条立てしかないです。なので、今回

私どもが改正しようとするものについては、26年の省令に対して29年に改正

がされていますので、そのまま読みかえるというか、同じ改正をしたという

ことで読むことができるというふうでございます。 

◎委員（堀  巌君） 基準には、参酌基準とか、従うべき基準だとか、い

ろいろ基準があって、岩倉市はそういった、最終的には市で決めるものなの

で、改めて条例で全部なめるようにして規定がしてあるというのが特徴なん

ですね。他市では国どおりという簡単なやり方をしているところもあるとい

うことですよね。 

 その上でお聞きしますけれども、独自条例として岩倉市のように決めてい
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るところで、同じようにこれまで愛知県下で改正している、つけ加えている

ところはないというさっきの回答だったんですけれども、それはなぜないん

でしょうか。 

 私は、愛知県で、この認定事業として、新たな限定保育士をつくる試験が

予定されていないから入れていないのかなというふうに勝手に解釈している

んですが、その点についてお願いいたします。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 現在、今、堀委

員のお尋ねのとおりというところだと私も理解をしております。 

 特区でそれぞれ規制と認定事業でやる中で、まだ現在は認定事業になって

いないので、その部分がないということか、もしくは、仮に地域限定保育士

のところをやると、国があったとしても、その自治体として認定保育士を採

用資格に入れないという判断をしているかというところの区別はちょっとで

きておりませんが、そのどちらかだというふうに理解をしております。 

◎委員（堀  巌君） となると、愛知県がその認定を受ける認定事業とし

てこのメニューに盛り込むタイミングと、岩倉市が、なったとすれば、すぐ

この地域限定保育士を採用できるようなこととして、今、この条例に盛り込

んでいるということでいいんでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 省令を引用して

いる自治体については、それはすぐに対応できるというところがあるという

ところと、私どものほうは、それがいつ出てもいいようにと、私どもは地域

限定保育士を入れる意思表示というところであるということで、今回は盛り

込みをさせていただいておるというところでございます。 

◎委員（堀  巌君） もう一回お聞きします。 

 愛知県が国に対してそういう認定を受けるという期間で、認められてから

条例改正しても、それは別に間に合う話なんじゃないでしょうか。間に合わ

ないんでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） ホームページ上の情報でしかない

ですけど、区域計画というと、愛知県の場合だと、平成27年９月９日、11月

27日、４月13日、29年１月、９月５日、30年３月９日と、これぐらいの回数、

計画認定がされていますので、その都度、多分メニューがふやされているん

だろうと思います。 

 おっしゃるとおり、愛知県が区域になってからということも可能かと思い

ますが、ただ、大阪なんかですと、もう既に３年前から特区の保育士を認定

しておりまして、もう既に何百人という数がいらっしゃるんです。３年たつ

と全国の保育士として認められる。ですから、もう大阪で特区の地域限定保
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育士だった人が、もう少したつと岩倉市でも保育士としてやれる、そういう

新しい資格でもありますので、ここはやはりここで明示しておいて、その３

年間の間はだめなんだよということを明示するためにも、この条例を入れて

おくべしという判断をしたところだもんですから、今、あわせて改正をして

おきたいということでございます。 

◎委員（関戸郁文君） ちょっと僕の理解不足で申しわけないんですけど、

今、大阪の３年間たっていない認定保育士ですか、地域限定保育士が、岩倉

市で仕事ができてはいけないがために条例を改正するというふうに聞こえた

んですけど、そういう捉え方でよろしいですか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 済みません、説明が悪くて申しわ

けないですけど、保育士資格として、地域限定保育士は、大阪府の地域限定

の試験を受けて、合格して、実技もやった方は地域限定保育士、その方は大

阪府内でしかできません、３年間は。もし４年目になれば、岩倉市でも保育

士として働くことができます。 

 なので、この括弧書きの条文をしていないと、具体的に言うと、大阪で平

成27年度にもう727人の地域限定保育士が誕生しています。翌年には448人、

その次が374人という地域限定保育士ができていますので、この2017年合格

の保育士さんで、地元で３年間過ごしておれば、もしかしたら来年ぐらいか

らは岩倉市で保育士として勤められる。当然、保育士の資格があれば放課後

児童支援員にもなれるという資格にしていくんですけれども、その混同はし

ないようにしていかないといけないもんですから、ここで明示していくほう

がより間違いが起こらないだろう。 

 地域限定保育士を岩倉市で、これの資格がなくても放課後児童支援員とい

うか補助員としては雇えますけど、その方が研修を受けて放課後児童支援員

になることはできないので、その間違いを防止するためにも明示していくこ

とが必要だというふうに考えております。 

◎委員（堀  巌君） それって違うんじゃないですか。 

 ３年たつと、地域限定保育士という限定が取れて、保育士資格を有するこ

とになるんじゃないですか。じゃないと、全国的に、全部の自治体で、省令

を引用しているところ以外の条例でこの条項が盛り込まれないと、４年目以

降の地域限定保育士だった人が働けないことになってしまいますよね。だか

ら、４年目以降は、地域限定保育士じゃなくて、もうただ単に保育士ではな

いですか。だったら、別にその条例改正をする必要はないんじゃないですか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 今回、私どもの

ほうで入れさせていただいておる中では、今の議論でいうと、例えば２年目
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のところで、大阪のほうで地域限定保育士の資格を取っていらした方が、た

またま岩倉に引っ越してこられて、岩倉で児童館でという流れの中から資格

を取ろうかなというときには、これだとそれぞれの事業実施区域内の地域限

定保育士しかだめだよということで、愛知県であれば、愛知県が事業認定さ

れたときにはいいけれども、これは、あなたは大阪のところなんですよと、

そのあたりをはっきりさせているというところでの書きぶりということでご

ざいます。 

◎委員（宮川 隆君） なかなかすとんと落ちていないので、改めてお聞き

しますけど、もともと大阪で地域限定の資格を取られたと。その方は大阪の

み有効だと、３年間は。３年過ぎて４年目になったら、限定解除されて、一

般の保育士として免許はもらえて、働くことが全国的にできますよというと

ころまでは合っていますよね。 

 今の課長のお話だと、２年目の方が岩倉でと言ったけど、そもそもその２

年目の方は大阪以外では働けないということですよね、ここでうたわなくて

も。 

〔「保育士としては働けない」と呼ぶ者あり〕 

◎委員（宮川 隆君） ですよね。 

 ですから、補助員としては、別にもともと資格が要らない職種ですから、

補助員としては雇い入れることはできるけれども、保育士としては雇うこと

はできない、もともとそういう制度ですよね。それをあえてここでうたって

いるということが、なかなか理解できないと。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 今のお話のとお

りで、それぞれの区域で３年間は、地域限定保育士、例えば今、県内で４カ

所あると申し上げました。もし神奈川と、堀委員が神奈川でしたので、神奈

川と大阪であったときに、じゃあ大阪の、私どもでいうと、今度は大阪の地

域限定保育士の方を、またじゃあその２年目のときに神奈川のほうでそれが

いいかどうかとか、今度も地域限定保育士で、特区として地域限定保育士を

認めている地域であればどこでもいいかというところも含める中で、政省令

のほうでは事業実施区域内で当該事業だよと言っているので、大阪は大阪の

ところでだよと。 

 それを、政省令としては、全国どことは限らずに、それぞれ認定してやっ

ているところの地域限定保育士でやりなさいよということを明示しているの

が政省令でございまして、それを私どものほうでもそのまま政省令を引用さ

せていただいているということで、現在もし愛知県が事業認定されていない

ところなどで説明がちょっと混同してしまうんですが、仮に愛知県が事業認
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定されているとした場合に、大阪の方はだめなんだよということをよりはっ

きりさせるという意味にはつながるものであるということです。 

◎委員（堀  巌君） 本会議でも言いましたけれども、答弁として法律の

文言をそのまま持ってきたということで、事業実施区域内にある放課後児童

健全育成事業所にあってはということですよね。 

 今の答弁でもわかるように、そのことについては、法律のほうに、国家戦

略特別区域法の中にそのことが省令も含めて書いてあって、岩倉市、つまり

愛知県の岩倉市がその区域にあったときについては、地域限定保育士も認め

るよという、そういう条文だと思うんですね。 

 だから、あえてここにある事業実施区域内にあってはなんていうのは、岩

倉市の独自条例の中では私は不適切だというふうに思うんですけれども、い

かがでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 本市は、全条例

を政省令のほうから限りなく引用させていただいて、同じつくりでやってお

るという意味でいえば、確かに独自条例ということではございますが、それ

は、先ほどちょっとグループ長のほうも申し上げました４市が、そのまま省

令を引用しているところと。ただ省令をごらんくださいというつくりになっ

ておるのではなく、省令をそのまま私どもはきちんと書いておくことにより、

より丁寧にという意識で、先ほどちょっと堀委員も、御説明の中でもそうい

うふうに御発言をしていただきました。 

 そういう意味で申し上げる中で、結果として一言一句一緒にはなっている

んですけれども、省令をそのまま引用させていただいている中で、より明確

に、丁寧にさせていただいたという理解でやらせていただいております。 

◎委員（堀  巌君） やっぱり市民が読んでわかりにくい。 

 最初に読んだとき、本当にわからなかったんですけれども、やはりここは、

書くとしたら、保育士の括弧書きで、国家戦略特別区域法を引用して、（第

12条の５第２項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。）ぐらいの

表現が適切だと思うし、神奈川県の調べたところでは、そういうふうな事例

になっているので、省令を引用しているところは読みかえでそうなっちゃう

けど、やはり独自の市の条例を規定するときには、そこら辺はやっぱりわか

りやすい、読みやすい、理解しやすい条文にすべきだというふうに私は思い

ます。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 今、委員がおっしゃった規定だと、

神奈川の地域限定保育士が可のように読めてしまいます。 

 ４というのは地域限定保育士を規定しているところなので、今の規定の仕
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方だと、やっぱり当該事業区域内というのを入れないと読み間違えてしまう。 

 だから、２つの意味、もともとこの改正条文を見ていただくと、「保育

士」とあるものを「保育士（国家戦略特区法に規定する事業所内にあっては、

保育士または事業所、特区の保育士）」というふうに言っておるもんですか

ら、岩倉市がそうなる可能性の場合と、ほかの地域の地域限定保育士の間は

だめだよということもここで明記しておるつもりだもんですから、今おっし

ゃられたやつだと、神奈川で取った限定保育士さんもいいように読み間違え

られてしまうと思います。 

◎委員（堀  巌君） そもそも、その国家戦略特別区域限定保育士の制度

自体が、さっきの議論であったように、その地域の都道府県知事が行った試

験で採用された方に限るというふうに法で規定されているので、その条例を

読み間違える前に、ちゃんと法律でそうなっているということで規制がかか

るわけです。いいですか。 

◎委員（木村冬樹君） だけど、第４項は向こうのほうがわかりやすいよう

な気がするんですけど。今の改正案のほうがわかりやすいような気がするん

だけど、僕はね。丁寧でわかりやすい。 

〔発言する者あり〕 

◎委員（堀  巌君） 国家戦略特別区域限定保育士を規定しているのは、

国家戦略特別区域法の第12条の５第２項ではないですか。 

◎委員長（鬼頭博和君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 第25条の５第２項というのは、地

域限定保育士とは、事業区域内において、第８項において準用する児童福祉

法の登録を受け、国家戦略特別区域限定保育士の名称を用いて、専門的知識

をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うこ

とを業とする。これは東京でも、沖縄でも、大阪でも同じことを規定してい

ます。 

 ただ、第５項は、認定区域計画に定められた事業区域を管轄する都道府県

の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実

施区域において国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有するというふう

に第５項で規定しているもんですから、やはりここは第５項にして、さらに、

その資格を持ちながら、さらに事業実施区域内じゃないとだめだよというふ

うに規定しているので、まどろっこしいですけれども、そういう必要がある

ということで規定をしております。 
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 神奈川あたりは、当然自分のところで地域限定保育士というのを養成して

いるもんで、これはちょっと何人養成しているかわかりませんけれども、既

に当然神奈川でしかだめだよということで省略した規定になっているのかな

と思いますけど、繰り返しになりますけれども、沖縄や大阪や神奈川、千葉

の一部で地域限定保育士になった人は、３年間は岩倉市では保育の資格がな

いんだよと明確にするためには、括弧書きにしています。 

 地域戦略特区の括弧書きは規定されませんので、当分の間は保育士資格を

有する者というふうで読んでいくものだというふうに思っております。 

◎委員（堀  巌君） ごめんなさい、まだちょっと理解ができません。 

 大阪の例と神奈川の例とを今言われたんだけど、愛知県も要するにその区

域に認定されると、神奈川と一緒なんですよね。 

 全国的にその制度は法で一緒なわけだから、神奈川では云々と言われると

ころがよくわからん。神奈川ではこういう規定で通っているけれども、これ

じゃ何がどうだめなんですか。 

 横浜のその条例だよ。これだと、岩倉に当てはめると何がどうだめになる

かというをちょっと教えてください。 

〔「神奈川はどう書いてあるんですか」と呼ぶ者あり〕 

◎委員（堀  巌君）  大体の、全部が調べたわけではないので、保育士

（国家戦略特別区域法第12条の５第２項に規定する国家戦略特別区域限定保

育士を含む。）の資格を有する者というふうに単純に書いてあります。 

 これだと、どういうぐあいに悪いの。何を読み間違えるおそれがあるの。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 国家戦略特別区域法第12条の５第

２項の限定保育士といったときには、これだけを読めば、大阪の地域限定保

育士も入ってきますとしか読めません。 

◎委員（堀  巌君） 地域限定保育士自体が特別区域法の中で地域限定だ

と言っているわけだから、そんなふうに読めるわけがないじゃないですか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 繰り返しですけど、第12条の５第

２項には、どこの区域ということも全く明示がされておりませんので、その

資格を得た次項に規定する事業実施区域においてというふうに書いてあるも

のですから、その次項以降が、第３項では、区域については特別限定保育士

事業を実施する区域を定めるものとするということも書いてありますし、次

項のところに。なので、この場合だと、次項に規定する事業実施区域におい

てということしか書いてないもんですから、どこということは限定できない

のではないかなということも思います。 

◎委員（堀  巌君） だったら、その横浜の放課後児童健全育成事業にお
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いては、大阪で資格を取った２年生の地域限定保育士さんを雇うことが、こ

の条文だとできてしまうということを言ってみえるんですか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） ちょっとそれはわかりません。そ

う読み間違える可能性はあると思います。 

◎委員（堀  巌君） 現状の条文で、内容が間違っているわけではないで

すよ。だけど、地域限定保育士というその制度自体は法律で定まっている。

そこでは、地域限定でしか働けないんですよ、３年間。それを前提とした上

で、法律を前提とした上で条例があるわけで、条例の中ではそのことはあえ

てうたわなくてもいい話です。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 私どもはよりわかりやすくという

ふうに思って規定しておりますけど、例えば藤沢市、神奈川の中ですと、保

育士または神奈川の区域に係る国家戦略特別区域限定保育士の資格を有する

者というふうに規定しております。これは横浜と違います。 

 なので、やっぱり間違えるかな、神奈川県のということをあえて入れてい

ますし、仙台も見ると、保育士の資格または先ほどの資格の第２条の５第５

項に規定する資格を言っていまして、当該資格に係る、ここは第３条第３項

に規定する事業実施区域に本市が含まれるものに限るというような言い回し

をしております。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 藤沢の、神奈川

のほうは、ちょっと先ほど部長もおっしゃったとおりなので、はっきり明言

をしている理由を確認しているわけではないのですが、地域限定保育士の議

論になってきますと、もともとやはり保育士として働くためではございます

ので、その３年間とかという縛りができると。 

 今回のここは、放課後児童支援員のために必要な研修を受ける場合ですの

で、他市でも一応必要な地域限定のスキルまでを持っている人であれば、う

ちは放課後児童支援員の研修を受けていいよということであれば、その第２

項のほうでとっているという可能性も十分考えられますので、その場合は第

２項にということにしている可能性もあるのではないかというところで、そ

この意図はちょっと確認まではとれておりませんけれども、読み間違える可

能性と、もしくはそういう意図を持って、保育士としては無理だけれども、

それだけのスキルがあれば放課後児童支援員は大丈夫、うちでもいいよと、

地域限定保育士でもという可能性があれば、第２項でもいけるということで

は私どもは理解をしておりまして、私どもはそうではなく、あくまでも自分

の地域でというところでは考えておりますので、省令に合わせているという

ふうな理解を持たせていただいております。 



６７ 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

◎委員（堀  巌君） さっきのわかりにくいのは、事業実施区域内にある

放課後児童健全育成事業所という文言です。これが、例えば岩倉市内、岩倉

市のことですよね、当然。だから、事業所というのは岩倉市の事業所を指す

わけで、それが何か表現としておかしいと思うんです。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 御質問の意図は

十分理解をできるものでございます。 

 ただ、特区のつくりが、今は４地域とかというところでもございますが、

例えば愛知県とかというふうに、じゃあ試験を行ったという場合がというこ

とも想定できますが、現在の特区の中では東京圏とか関西圏と圏域で指定を

される場合もございますので、仮にそれが東海圏といって、愛知、岐阜、三

重とかとなってくると、またそれはどこでというところもあるなというとこ

ろも、事業認定区域がどういう形で定まるかもちょっとわからないもんです

から、この省令に合わせている書き方を、表現を使わせていただいておると

いう部分も持ってございます。 

◎委員（堀  巌君） もう一回お聞きしますね。 

 事業実施区域内にある放課後児童健全育成事業所というのは、一体どこを

指しますか。岩倉市の何カ所の事業所を指すんですか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 今でいけば７事業所です。 

◎委員（堀  巌君） だから、その７事業所にあっては、愛知県が特区で

メニューに加えられたときに初めて、保育士または当該事業実施区域に係る

限定保育士がという資格を有する、それが研修を受けてなるわけですよね。

そのことが、この記述の内容は合っているけれども、条例としてどうなのか

というところで、私は、さっきの繰り返しになりますけれども、単純に地域

限定保育士を記述したほうが特段にわかりやすいというふうに思いますが、

どうでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） ちょっと繰り返しですけれども、

もし記述するとなれば、愛知県が特区に指定した場合についてはという書き

方がよろしかったのかもわかりませんけれども、先ほども課長からも説明が

あったように、事業区域が変わる可能性もある、それから他区域の地域限定

保育士はだめなんだよということを明記する意味もありますので、やはりこ

こは事業実施区域内にある、岩倉市の事業所については、保育士または今の

ところは愛知県区域に係るを加えるというのが読みかえになってくると思う

んですけど、岩倉市の場合は。ただ、ほかの地域の事業区域に係る限定保育

士ではだめだよということもここで示す必要があるということで、こういう
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規定にしております。 

◎委員長（鬼頭博和君） 議論がちょっと平行線になっていますので、ここ

で暫時休憩をしたいと思います。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、休憩を閉じ、再開をいたします。 

 議論がなかなか平行線ということで、本日中にこの結論を出すというのは

なかなか難しいのではないかということで、本議会の中で予備日にもう一度

委員会を開いて、それまでちょっと調整をしながらしていきたいなと。 

◎委員（木村冬樹君） この議案第46号についてのみですか。 

◎委員長（鬼頭博和君） はい。 

 ということで、第46号は継続で、予備日のほうで審議するということで御

異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 何か用意してくるものがあればお

っしゃっていただかないと、また同じ議論を繰り返してはいけない。また御

指摘ください。 

◎委員長（鬼頭博和君） もう一度すり合わせができるように、双方の方々、

資料を持ち寄ってもらって、もう一度審議するということでお願いいたしま

す。 

 じゃあ、続きまして議案第47号「岩倉市子ども医療費支給条例の一部改正

について」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） １点だけ、単純なことでありますが、これは法律の

改正だとか省令とか政省令によるものではなしの改正ということで、なぜこ

の時期にこういう形での改正になったのかというところと、あと、これまで

については特に問題なく、条例には書いてないですけど、こういう内容で対

応してきたということでよろしいのかどうか、そういった点についてお聞か

せください。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 子ども医療費の支給条例につきまし

ては、生活保護受給者や中国残留邦人等受給者を資格しないものとして現在

も運用をしております。問題なくやっております。 

 今回、愛知県の福祉医療費支給事業事務取扱要領等に明文化されていると
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いうことが今回わかりましたので、それに倣いまして速やかに改正を行うも

のであります。 

◎委員長（鬼頭博和君） その他質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） ないようですので、討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第47号「岩倉市子ども医療費支給条例の一部改正について」、賛成の

委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第47号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第48号「岩倉市介護保険条例の一部改正について」を議

題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） ３月議会でも同様の内容での改正があったというふ

うに思います。 

 今回、この２段階での改正となった、政令がそういうふうに出ているとい

うことだというふうに思いますけど、国は何か考えがあって、こういう２段

階の形にしたのかどうか、そういった点についてわかりましたらお聞かせく

ださい。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（原 咲子君）

質問を事前にお聞きしておりましたので、資料を配付して説明させていた

だきます。 

〔資料配付〕 

◎長寿介護課統括主査（中野高歳君） では、お配りをした資料に沿って説

明をさせていただきます。 

 岩倉市介護保険条例の一部改正につきましては、介護保険法施行令の一部

改正に伴い行うものとなりますが、保険料率を規定している条例第４条第１

項第６号アで引用しております介護保険法施行令第38条第４項を第22条の２
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第２項に改めるものとなります。 

 介護保険条例第４条では、介護保険料の所得段階の判定基準を定めており

まして、第４条第１項第６号アでは、介護保険料の所得段階の判定基準とな

る合計所得金額から控除する（長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る）特

別控除額を、介護保険法施行令の条項、第38条第４項を引用して規定をして

おります。 

 介護保険法施行令第38条ですが、保険料率の算定に関する基準を定めてお

ります。改正前の第38条第４項では、介護保険料の保険料段階の判定に用い

る合計所得金額から控除すべき特別控除額を、土地の譲渡等に伴う長期譲渡

所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額と規定をしております。 

 介護保険法施行令等の一部を改正する政令が平成30年３月22日に公布され

まして、施行令第38条第４項の規定が第22条の２第２項に改められまして、

平成30年８月１日から施行されることになります。 

 介護保険法施行令第22条の２ですが、居宅介護サービス費等の額に係る所

得の額の算定方法等を定めております。改正後の第22条の２第２項では、居

宅介護サービスを利用した際の介護給付の支給割合を決定するための合計所

得金額から控除すべき特別控除額を、土地の譲渡等に伴う長期譲渡所得及び

短期譲渡所得に係る特別控除額と規定をしております。 

 平成30年４月１日から、介護保険料の所得段階による判定基準について、

合計所得金額から土地の譲渡等に伴う長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る

特別控除額を控除した額を用いることになりましたが、平成30年８月１日か

らは、介護保険サービスの自己負担割合や高額介護サービス費等にも適用さ

せるために、施行令第22条の２第１項及び第２項で合計所得金額の定義づけ

をすることになりました。そのことに伴い、介護保険条例の中で引用する施

行令の条項を改めるものとなっております。 

◎委員長（鬼頭博和君） 説明が終わりました。 

◎委員（木村冬樹君） 大変よくわかりました。 

 平成30年８月１日といいますと、介護保険の自己負担割合３割負担も発生

してくるということで、そういうために対応するという内容だったかという

ふうに思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（中野高歳君） 介護保険料につきましては、賦課期

日が４月１日となっておりましたので、４月１日の時点で所要の改正がなさ

れている必要がありましたけれども、居宅介護サービス費等の所得段階の判

定というものが毎年８月１日を基準日として行っておりますので、介護保険

法施行令等の一部を改正する政令が８月１日から施行されると、そういった
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形になります。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 質疑はないようですので、討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第48号「岩倉市介護保険条例の一部改正について」、賛成の委員の挙

手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第48号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 以上で、当委員会に付託されました議案は、議案第46号を除いて議了いた

しました。 

 なお、本委員会の委員長報告の文案につきましては、正・副委員長に御一

任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 異議なしと認め、そのように決しました。 

 長時間にわたる審議、ありがとうございました。厚生・文教常任委員会を

閉会いたします。 


